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個人情報の保護に関する指針に関する解説について 
 

2026年３月25日制定 

 

 

個人情報の保護に関する指針 解 説 

（目的） 

第１条 本指針は、個人情報の保護に関する

法律（平成15年法律第57号。以下「保護

法」という。）、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号。以下「番号

法」という。）、個人情報の保護に関する

法律施行令（平成15年政令第507号。以下

「施行令」という。）、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律施行令（平成26年政令第155

号）、個人情報の保護に関する法律施行規

則（平成28年個人情報保護委員会規則第3

号。以下「施行規則」という。）、行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律施行規則（平成２

６年内閣府・総務省令第３号）、個人情報

の保護に関する基本方針（平成16年４月２

日閣議決定）、個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン（通則編）（平

成28年個人情報保護委員会告示第６号）、

同ガイドライン（外国にある第三者への提

供編）（平成28年個人情報保護委員会告示

第７号）、同ガイドライン（第三者提供時

の確認・記録義務編）（平成28年個人情報

保護委員会告示第８号）、同ガイドライン

（仮名加工情報・匿名加工情報編）（平成

28年個人情報保護委員会告示第９号）及び

同ガイドライン（認定個人情報保護団体

編）（令和３年個人情報保護委員会告示第

７号）、特定個人情報の適正な取扱いに関

するガイドライン（事業者編）（平成26年

特定個人情報保護委員会告示第５号）並び

に金融分野における個人情報保護に関する

ガイドライン（平成29年個人情報保護委員

会・金融庁告示第１号）及び金融分野にお

ける個人情報保護に関するガイドラインの

安全管理措置等についての実務指針（平成

29年個人情報保護委員会・金融庁告示第２

号）等（以下「個人情報の保護に関する法

令等」という。）を踏まえ、一般社団法人

資産運用業協会（以下「本協会」とい

 
（１）本指針は、保護法第54条の規定に基づ

き作成した指針であり、正会員が保有す

る個人情報、仮名加工情報及び匿名加工

情報の適正な取扱いを確保するため、正

会員が遵守すべき事項及び必要な措置等

について、正会員の業務の実情に即して

定めるものである。 

（２）本指針は、すべての正会員を対象とす

る。 

（３）「解説」は、本指針を運用するための考

え方や実務の具体例・参考例を記載した

ものである。 

本解説において記載した具体例につい

ては、これに限定する趣旨で記載したも

のではなく、また、個別ケースによって

別途考慮すべき要素があり得るので注意

を要する。 

（４）個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号。以下「番

号法」という。）第２条第５項）も個人情

報となるが、個人番号及び特定個人情報

（番号法第２条第８項）の取扱いについ

ては、番号法及び関係政省令並びに関連

ガイドラインにおいて、別途定めがある

場合があるので留意を要する。 

（５）正会員は、正会員の投資運用業及び助

言・代理業以外の業務における個人情報

の取扱いについては、各認定個人情報保

護団体等が定める個人情報保護指針を遵

守するとともに、該当する認定個人情報

保護団体の指針等がないときは、本指針

の趣旨に沿って、個人情報の適正な取扱

いに努めるものとする。 

（６）正会員は、金融分野ＧＬ及び金融分野

実務指針は、通則ＧＬを基礎とした上

で、金融分野の個人情報の性質及び利用

方法に鑑み、個人情報の取扱いに関し

て、金融分野における個人情報取扱事業

者に特に厳格な措置が求められる事項等

を規定しており、金融分野ＧＬ及び金融
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う。）の正会員（定款第７条第１項第１号

に定める正会員をいう。以下同じ。）が行

う投資助言・代理業（金融商品取引法（昭

和23年法律第25号。以下「金商法」とい

う。）第28条第３項に規定する投資助言・

代理業）及び投資運用業（金商法第28条第

４項に規定する投資運用業）に係る金商法

第２条第８項第７号に掲げる業務における

個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報

の適正な取扱いの確保のために、個人情報

に係る利用目的の特定、安全管理のための

措置その他の事項を定めるとともに、正会

員が講ずべき具体的措置等を定めるもので

ある。 

２ 正会員は、個人情報の漏えい、滅失又は

毀損等（以下「漏えい等」という。）を防

止等するため、個人情報の保護に関する法

令等並びに関係法令及びガイドライン等に

従い、個人情報の適正な管理体制を整備す

る必要がある。 

 

分野実務指針において特に定めのない部

分については、通則ＧＬ等が適用される

ことに留意を要する。また、金融分野Ｇ

Ｌにおいて、以下のように記載されてい

ることにも留意が必要である。 

① 「～なければならない」と記載されて

いる規定に従わない場合には、法の規定

違反と判断され得る。 

② 「こととする」、「適切である」及び

「望ましい」と記載されている規定に従

わない場合には、直ちに法の規定違反と

判断されることはないが、金融分野にお

ける個人情報の性質及び利用に鑑み、正

会員には厳格な措置が求められている。 

（７）この解説において、個人情報に関連す

るガイドライン等の略称は以下による。 

① 通則ＧＬ 

個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（通則編）（平成28年個人

情報保護委員会告示第６号） 

② 外国ＧＬ 

個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（外国にある第三者への

提供編）（平成28年個人情報保護委員会告

示第７号） 

③ 確認記録ＧＬ 

個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（第三者提供時の確認・

記録義務編）（平成28年個人情報保護委員

会告示第８号） 

④ 仮名加工・匿名加工ＧＬ 

個人情報の保護に関する法律について

のガイドライン（仮名加工情報・匿名加

工情報編）（平成28年個人情報保護委員会

告示第９号） 

⑤ 金融分野ＧＬ 

金融分野における個人情報保護に関す

るガイドライン（平成29年個人情報保護

委員会・金融庁告示第１号） 

⑥ 金融分野実務指針 

金融分野における個人情報保護に関す

るガイドラインの安全管理措置等につい

ての実務指針（平成29年個人情報保護委

員会・金融庁告示第２号） 

⑦ 番号法金融ＧＬ 

特定個人情報の適正な取扱いに関する

ガイドライン（事業者編）（平成26年特定

個人情報保護委員会告示第５号）の（別

冊）金融業務における特定個人情報の適

正な取扱いに関するガイドライン 
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⑧ 補完的ルール 

個人情報の保護に関する法律に係るEU

及び英国域内から十分性認定により移転

を受けた個人データの取扱いに関する補

完的ルール 

⑨ 基本方針 

個人情報の保護に関する基本方針（平

成16年４月２日閣議決定） 

〔参照条文等〕保護法第１条、第131条、金融

分野ＧＬ第１条、番号法第４条 

（定義） 

第２条 本指針において、次の各号に掲げる

用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 
本指針における用語定義は、保護法第２条

各項、第16条各項、通則ＧＬ２及び金融分野

ＧＬ第５条第１項の規定に基づくものであ

る。 

（１)個人情報 

生存する個人に関する情報であって、

特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別するこ

とができるものを含む。）、又は個人識

別符号が含まれるものをいう。 

｢個人に関する情報｣とは、氏名、住

所、性別、生年月日、顔画像等個人を識

別する情報に限られず、個人の身体、財

産、職種、肩書等の属性に関して、事

実、判断、評価を表すすべての情報であ

り、評価情報、公刊物等によって公にさ

れている情報や、映像、音声による情報

も含まれ、暗号化等によって秘匿化され

ているかどうかを問わない。これら「個

人に関する情報」が氏名等と相まって

「特定の個人を識別することができる」

ことになれば、それが「個人情報」とな

る。 

なお、生存しない個人に関する情報

が、同時に、遺族等の生存する個人に関

する情報に当たる場合には、当該生存す

る個人に関する情報となる。 

また、企業名等、法人その他の団体に

関する情報は、基本的に「個人情報」に

は該当しないが、役員の氏名などの個人

に関する情報が含まれる場合には、その

部分については、「個人情報」に該当す

る。 

さらに、「個人」には外国人も当然に

含まれる。 

 

１．個人情報（第１号） 

（１）「個人情報」の具体例 

運用・直接募集業務等においては、受

益者等に係る情報、直接募集顧客（以下

「顧客」という。）に係る情報のほか、見

込客、取引先企業及び証券発行企業等の

個人に係る情報等、正会員が取得する個

人に関する情報が広く該当する。 

正会員の役職員（指針第10条第２項参

照）の雇用等管理における個人情報（採

用、賃金、人事評価、健康診断に係る情

報等）及び正会員自身の株主に関する個

人情報については、本指針の適用対象と

しない。 

① 受益者等に係る情報 

例えば、次のようなものが該当する。 

イ 投資信託及び投資法人に関する法

律（昭和 26 年法律第 198 号。以下

「投信法」という。）第17条に定める

約款変更に対する受益者の意見を証

する書面の記載事項 

ロ 投資信託及び投資法人に関する法

律施行規則（平成12年総理府令第129

号）第 26 条第１項第８号に規定する

受益権原簿に記載された事項 

ハ 投信法第117条に基づき、投資法人

より事務の委託を受けた場合におけ

る当該投資法人の投資主に係る情報 

② 顧客に係る情報（契約の解除等により

口座を閉鎖した元顧客の情報を含む。） 

例えば、次のようなものが該当する。 

イ 顧客カードの記載事項 

ロ 本人確認記録記載事項 

ハ 取引口座開設申込書の記載事項 

ニ 顧客の取引に係る情報（取引残高
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報告書の記載事項並びに顧客口座の

金銭の入出金及び受益証券等の入出

庫を含む。） 

ホ 保管会社への取次申込書の記載事

項 

へ 顧客との通信文書 

③ 見込客や取引先企業、証券発行企業等

の個人に関する情報 

例えば、次のようなものが該当する。 

イ 氏名、企業名、役職名、電話番号

等の情報 

ロ アンケート及び名簿業者等から入

手した情報 

ハ 官報、高額納税者名簿、職員録等

で公にされている情報 

※ 個人番号の取得は番号法に明記さ

れた事務を行う目的に限定されるた

め、見込み客に対して提供を求めて

はならない。 

〔参照条文等〕番号法第 15 条 

（２）「特定の個人を識別することができるも

の」に該当する例 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 氏名が含まれる情報 

② 氏名は含まれていないものの、当該

情報に含まれる個人別に付された番

号、記号、画像、音声その他の情報に

より特定の個人を識別できる情報 

③ 当該情報のみでは識別できないが、

当該情報に含まれる番号、記号その他

の情報と正会員が保有する他の情報又

は公開された情報をコンピュータ等に

よる処理で照合することによって特定

の個人を識別できる情報 

（３） 「他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別するこ

とができることとなるもの」に該当する

例 

例えば、正会員の各取扱部門が独自に

取得した個人情報を取扱部門ごとに設置

されているデータベースにそれぞれ別々

に保管している場合において、双方の取

扱部門の間で、通常の業務における一般

的な方法で双方のデータベース上の情報

を照合することができる状態である場合

は、「容易に照合することができる」状態

であると考えられる。 

一方、他の事業者への照会を要すると

き等であって照合が困難な状態である場

合や正会員の双方の取扱部門やこれらを
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統括すべき立場の者等が、規程上・運用

上、双方のデータベースを取り扱うこと

が厳格に禁止されていて、特別の費用や

手間をかけることなく、通常の業務にお

ける一般的な方法で双方のデータベース

上の情報を照合することができない状態

である場合は、「容易に照合することがで

きない」状態であると考えられる。 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-1 

（１の２）個人識別符号 

当該情報単体から特定の個人を識別で

きるものとして施行令第１条に定められ

た文字、番号、記号その他の符号をい

う。 

１の２．個人識別符号（第１号の２） 

個人識別符号とは、当該情報単体から特

定の個人を識別できるものとして施行令に

定められた文字、番号、記号その他の符号

をいい、これに該当するものが含まれる情

報は個人情報となる。 

個人識別符号に該当するものの具体例は

以下である。 

（１）例えば次の例示のように身体の特徴の

いずれかを電子計算機の用に供するため

に変換した文字、番号、記号その他の符

号のうち特定の個人を識別するに足りる

もの 

① 虹彩の表面の起伏により形成される線

状の模様 

② 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並

びに声道の形状及びその変化によって定

まる声の質 

③ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅

その他の歩行の態様 

④ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下

の静脈の分岐及び端点によって定まるそ

の静脈の形状 

⑤ 指紋又は掌紋 

（２）旅券の番号 

（３）基礎年金番号 

（４）免許証の番号 

（５）住民票コード 

（６）個人番号 

※ 死者に関する情報は個人情報に含ま

れないが、個人番号については死者に

関するものであっても安全管理措置の

対象となることに留意を要する。 

〔参照条文等〕番号法第12条 

（７）健康保険等の被保険者証上に記載され

た本人を特定できる番号等 

※ 民間の付番による番号等について

は、個人識別符号とならない。 

※ 個人識別符号に該当しないものの、

個人情報に該当するものもあることに

留意する。 
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〔参照条文等〕保護法第２条、施行令第１

条、施行規則第２条～第４条、通則ＧＬ2-2 

（２）個人情報データベース等 

個人情報を含む情報の集合物であっ

て、次に掲げるものをいう。ただし、利

用方法からみて個人の権利利益を害する

おそれが少ないものを除く。 

イ 特定の個人情報をコンピュータを用

いて検索することができるように体系

的に構成したもの 

ロ イに掲げるもののほか、個人情報を

一定の規則に従って整理することによ

り特定の個人情報を容易に検索するこ

とができるように体系的に構成したも

のであって、目次、索引、符号等によ

り容易に検索可能な状態に置かれてい

るもの 

２．個人情報データベース等（第２号） 

（１）「個人情報データベース等」に該当する

例 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 役職員が、名刺の情報を業務用パソコ

ン（所有者を問わない。）の表計算ソフト

等を用いて入力、整理し、顧客への取引

の勧誘など「会社の事業」のために使用

し、又は供している場合（第２号イ） 

② コンピュータを用いていない場合であ

っても、五十音順に索引を付して並べら

れた顧客カード等（第２号ロ） 

（２）「個人情報データベース等」に該当しな

い例 

市販の電話帳、住宅地図、職員録、カ

ーナビゲーションシステム、アンケート

結果等であって、編集・加工・分類整理

が行われていないもの  

（３）番号法では個人情報データベース等は

「個人情報ファイル」と規定される。ま

た、個人情報ファイルに個人番号を含む

ものは「特定個人情報ファイル」とな

る。なお、番号法において金融機関は、

顧客の管理のために、個人番号を顧客番

号として利用してはならないとされてい

ることに留意を要する。当該番号を一定

の読み替え法則等によってアルファベッ

ト等に置き換えた場合も同じ。 

※１ 番号法において、個人番号利用事務等

実施者その他個人番号利用事務等に従事す

る者は、個人番号利用事務等を処理するた

めに必要な範囲を超えて特定個人情報ファ

イルを作成してはならないこととされてい

る。よって、例えば税務調査により受領し

た照会文書等に、個人番号が記載されてい

る場合は、利用目的の達成後速やかに、既

存顧客のものであるかどうかを問わず、当

該個人番号を削除又は廃棄しなければなら

ない。 

※２ 令和２年４月より、口座管理機関は、

国税通則法に基づき加入者情報を個人番号

により検索可能な状態で管理しなければな

らないこととなったが、番号法において

は、引き続き、顧客管理のために、個人番

号を顧客番号として利用することは禁止さ

れている。 

〔参照条文等〕保護法第 16 条第 1 項、番号法

第２条、番号法金融ＧＬ1-(1)、1-(2)、通則
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

ＧＬ2-4、国税通則法第 74 条の 13 の３ 

（３）個人データ 

個人情報データベース等を構成する個

人情報をいう。 

 

３．個人データ（第３号） 

（１）「個人データ」に該当する例 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 個人情報データベース等から記録媒体

へダウンロードされた個人情報 

② 個人情報データベース等から紙面に出

力されたもの（そのコピーを含む。） 

③ データ入力前の紙ベースの取引口座開

設申込書や顧客カード等であっても、五

十音順や口座番号順等により検索可能な

状態になっている場合（「個人情報データ

ベース等」に該当）において、当該個人

情報データベースを構成する個人情報 

④ 「氏名」を削除する等、第三者にとっ

て特定の個人を識別することができない

ようにしたデータであっても、正会員か

ら見れば、他の情報と照合することで特

定の個人情報を識別することができ、か

つ、特定の個人情報を容易に検索可能で

ある場合（「個人情報データベース等」に

該当）において、当該個人情報データベ

ースを構成する個人情報 

（２）「個人データ」に該当しない例 

例えば、データ入力前の紙ベースの 

取引口座開設申込書や顧客カード等が、

五十音順や口座番号順等により検索可能

な状態になっていない場合において、そ

の中に含まれる個人情報は該当しない。 

〔参照条文等〕保護法第 16 条第３項、通則Ｇ

Ｌ2-6 

（４）個人情報取扱事業者 

個人情報データベース等を事業の用に

供している者のうち、国の機関、地方公

共団体、独立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律(平成15年法律第

59号)で定める独立行政法人等及び地方独

立行政法人法（平成15年法律第118号）で

定める地方独立行政法人を除いたものを

いう。 

ここでいう「事業の用に供している」

の「事業」とは、一定の目的をもって反

復継続して遂行される同種の行為であっ

て、かつ、社会通念上事業と認められる

ものをいい、営利・非営利の別は問わな

い。 

また、個人情報データベース等を事業

の用に供している者であれば、当該個人

情報データベース等を構成する個人情報

によって識別される特定の個人の数の多

 
〔参照条文等〕保護法第 16 条第４項、通則Ｇ

Ｌ2-5 
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

寡にかかわらず、個人情報取扱事業者に

該当する。 

なお、法人格のない、権利能力のない

社団(任意団体)又は個人であっても、個人

情報データベース等を事業の用に供して

いる場合は個人情報取扱事業者に該当す

る。 

（５）本人 

個人情報によって識別される特定の個

人をいう。 

 

〔参照条文等〕保護法第２条 

 

（６）保有個人データ 

正会員が、本人又はその代理人から求

められる開示、内容の訂正、追加又は削

除、利用の停止、消去及び第三者への提

供の停止のすべての権限を有する個人デ

ータであって、次に掲げるもの以外のも

のをいう。 

４．保有個人データ（第６号） 

（１）「保有個人データ」に該当する例 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 自社が作成、処理した個人情報データ

ベース等（自社の顧客等のデータベー

ス、又はそれらの書類、帳簿）を構成す

る個人情報 

② 企業データ等の外部のデータを正会員

内部のデータと組み合わせて作成・保有

するデータベースについて、正会員自ら

が、開示、訂正、追加又は削除、停止、

消去及び第三者への提供停止のすべてに

応じることができる権限（（２）において

「開示等権限」という。）を有するとき

は、「保有個人データ」に該当する。 

（２）「保有個人データ」に該当しない例 

例えば、正会員が、委託を受けて個人

データを取り扱う場合の委託元から取得

したデータベース等、正会員自ら開示等

権限がないものは該当しない。 

〔参照条文等〕保護法第 16 条第４項、通則Ｇ

Ｌ2-7 

イ 当該個人データの存否が明らかにな

ることにより、本人又は第三者の生

命、身体又は財産に危害が及ぶおそれ

があるもの 

ロ 当該個人データの存否が明らかにな

ることにより、違法又は不当な行為を

助長し、又は誘発するおそれがあるも

の 

（３）「当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、違法又は不当な行為を助長

し、又は誘発するおそれがあるもの」の

具体例（第６号ロ） 

① 暴力団、いわゆる総会屋、反社会的団

体又はその構成員等による不当要求行為

を防止するためその他取引開始審査のた

めに、正会員が当該団体等の個人データ

を保有している場合 

② いわゆる不審者、悪質クレーマー等か

らの不当要求行為を防止するため、当該

行為を繰り返す者の個人データを保有し

ている場合 

〔参照条文等〕保護法第 16 条第４項、施行令

第５条、通則ＧＬ2-7 

ハ 当該個人データの存否が明らかにな

ることにより、国の安全が害されるお

それ、他国若しくは国際機関との信頼

（４）「当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、国の安全が害されるおそ

れ、他国若しくは国際機関との信頼関係
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

関係が損なわれるおそれ又は他国若し

くは国際機関との交渉上不利益を被る

おそれがあるもの 

 

が損なわれるおそれ又は他国若しくは国

際機関との交渉上不利益を被るおそれが

あるもの」の具体例（第６号ハ） 

例えば、要人の行動予定情報 

〔参照条文等〕保護法第 16 条第４項、施行令

第５条、通則ＧＬ2-7 

ニ 当該個人データの存否が明らかにな

ることにより、犯罪の予防、鎮圧又は

捜査その他の公共の安全と秩序の維持

に支障が及ぶおそれがあるもの 

（５）「当該個人データの存否が明らかになる

ことにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査

その他の公共の安全と秩序の維持に支障

が及ぶおそれがあるもの」の具体例（第

６号ニ） 

① 警察からの捜査関係事項照会の受理、

回答の過程で容疑者等の個人データを保

有している場合 

② 犯罪収益との関係が疑われる取引（疑

わしい取引）の届出の対象情報 

③ 振り込め詐欺に利用された口座に関す

る情報 

〔参照条文等〕保護法第 16 条第４項、施行令

第５条、第６条、通則ＧＬ2-7 

（７）要配慮個人情報 

 不当な差別や偏見その他の不利益が生

じないように特に配慮を要するものとし

て、特定の記述等が含まれる個人情報を

いう。 

 

５．要配慮個人情報（第７号） 

要配慮個人情報に該当するものの具体例 

（１）人種 

（２）信条 

（３）社会的身分 

（４）病歴 

（５）犯罪の経歴 

（６）犯罪により害を被った事実 

（７）身体障害、知的障害、精神障害（発達

障害を含む。）その他の施行規則で定める

心身の機能の障害があること 

（８）本人に対して医師その他医療に関連す

る職務に従事する者により行われた疾病

の予防及び早期発見のための健康診断そ

の他の検査の結果 

（９）健康診断等の結果に基づき、又は疾

病、負傷その他の心身の変化を理由とし

て、本人に対して医師等により心身の状

態の改善のための指導又は診療若しくは

調剤が行われたこと  

（10）本人を被疑者又は被告人として、逮

捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起そ

の他の刑事事件に関する手続きが行われ

たこと 

（11）本人を少年法第３条第１項に規定する

少年又はその疑いのある者として、調

査、観護の措置、審判、保護処分その他

の少年の保護事件に関する手続きが行わ

れたこと 

なお、要配慮個人情報の機微（センシ
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

ティブ）情報への該当性にも留意する。 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-3 

（８）機微（センシティブ）情報 

金融分野において、要配慮個人情報並

びに労働組合への加盟、門地、本籍地、

保健医療及び性生活（これらのうち要配

慮個人情報に該当するものを除く。）に

関する情報（本人、国の機関、地方公共

団体、学術研究機関等（大学その他の学

術研究を目的とする機関若しくは団体又

はそれらに属する者をいう。以下同

じ。）、保護法第57条第１項各号若しく

は施行規則第６条各号に掲げる者により

公開されているもの、又は本人を目視

し、若しくは撮影することにより取得す

るその外形上明らかなものを除く。）の

ことをいう。 

６．機微（センシティブ）情報（第８号） 

本人、国の機関、地方公共団体、学術研

究機関等、保護法第 57 条第１項各号若しく

は施行規則第６条各号に掲げる者により公

開されているもの、又は本人を目視し、若

しくは撮影することにより取得するその外

形上明らかなものについては、法令上は要

配慮個人情報に該当する場合であっても、

機微（センシティブ）情報には含まれない

ことに留意する。 

〔参照条文等〕金融分野ＧＬ第５条 

（９）仮名加工情報 

個人情報の区分に応じて定められた措

置を講じて他の情報と照合しない限り特

定の個人を識別することができないよう

に個人情報を加工して得られる個人に関

する情報をいう。 

７．仮名加工情報（第９号） 

（１）「個人情報の区分」とは以下に掲げる区

分であり、それぞれの区分に定める措置

を講 じて、他の情報と照合しない限り特

定の個人を識別できないように個人情報

を加工して得られた個人に関する情報が

仮名加工情報に該当すると考えられる。 

① 保護法第２条第１項第１号に該当する

個人情報 当該情報に含まれる記述等の一 

部を削除する（当該一部の記述等を復元

することのできる規則性を有しない方法

により他の記述等に置き換えることを含

む。） 

② 保護法第２条第１項第２号に該当する

個人情報 当該情報に含まれる個人識別符 

号の全部を削除する（当該個人識別符号

を復元することのできる規則性を有しな

い方法により他の記述等に置き換えるこ

とを含む。） 

（２）仮名加工情報を作成する場合は、保護

法、施行規則及び仮名加工・匿名加工Ｇ

Ｌに従った対応が必要となる。なお、「仮

名加工情報を作成する」とは、仮名加工

情報として取り扱うために施行規則第 31

条で定める基準に従い作成することをい

う。 

〔参照条文等〕保護法第２条、施行規則第 18

条の７、通則ＧＬ2-10、仮名加工・匿名加

工ＧＬ2-1、 2-2 

（10）匿名加工情報 

個人情報の区分に応じて定められた措

置を講じて特定の個人を識別することが

できないように個人情報を加工して得ら

８．匿名加工情報（第 10 号） 

（１）「個人情報の区分」とは以下に掲げる区

分であり、それぞれの区分に定める措置

を講じたものが匿名加工情報に該当する
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

れる個人に関する情報であり、当該個人

情報を復元して特定の個人を再識別する

ことができないようにしたものをいう。 

と考えられる。 

① 保護法第２条第１項第１号に該当する

個人情報 

「当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識別で

きるもの（他の情報と容易に照合するこ

とができ、それにより特定の個人を識別

することができることとなるものを含

む。）」である個人情報の場合には、特定

の個人を識別することができなくなるよ

うに当該個人情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等を削除したもの 

② 保護法第２条第１項第２号に該当する

個人情報 

「個人識別符号が含まれる」個人情報の

場合には、当該個人情報に含まれる個人

識別符号の全部を特定の個人を識別する

ことができなくなるように削除したもの 

※ 「特定の個人を識別することができ

る」とは、情報単体又は複数の情報を

組み合わせて保存されているものから

社会通念上そのように判断できるもの

をいい、一般人の判断力又は理解力を

もって生存する具体的な人物と情報の

間に同一性を認めるに至ることができ

るかどうかによるものをいう。 

（２）匿名加工情報を作成する場合は、保護

法、施行規則及び仮名加工・匿名加工Ｇ

Ｌに従った対応が必要となる。なお、「匿

名加工情報を作成する」とは、匿名加工

情報として取り扱うために施行規則第 34

条で定める基準に従い作成することをい

う。例えば、安全管理措置の一環として

氏名等の一部の個人情報を削除（又は他

の記述等に置換え）したうえで、引き続

き個人情報として取り扱う場合（加工元

の個人情報を復元する場合を含む。）、あ

るいは統計情報を作成するために個人情

報を加工する場合等については、「匿名加

工情報を作成する」ときに該当しない。 

〔参照条文等〕保護法第２条、施行規則第 34

条、通則 GL2-12、仮名加工・匿名加工ＧＬ

3-1 

（11）個人関連情報 

生存する個人に関する情報であって、

個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情

報のいずれにも該当しないものをいう。 

 

９．個人関連情報 

個人関連情報に該当するものの具体例（※） 

（１）Cookie 等の端末識別子を通じて収集さ

れた、ある個人のウェブサイトの閲覧履

歴 

（２）特定の個人を識別できないメールアド

レス（abc_123@example.com など）に結び
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

付いた、ある個人の年齢・性別・家族構

成等 

（３）ある個人の商品購買履歴・サービス利

用履歴 

（４）ある個人の位置情報 

（５）ある個人の興味・関心を示す情報 

※ 個人情報に該当する場合は、個人関連

情報に該当しないことになる。例え

ば、一般的に、ある個人の位置情報そ

れ自体のみでは個人情報には該当しな

いものではあるが、個人に関する位置

情報が連続的に蓄積される等して特定

の個人を識別することができる場合に

は、個人情報に該当し、個人関連情報

には該当しないことになる。 

〔参照条文等〕保護法第２条、通則ＧＬ2-8、

3-7 

（12）個人関連情報データベース 

個人関連情報を含む情報の集合物であ

って、次に掲げるものをいう。 

イ 特定の個人関連情報をコンピュータ

を用いて検索することができるように

体系的に構成したもの 

ロ イに掲げるもののほか、個人関連情

報を一定の規則に従って整理すること

により特定の個人関連情報を容易に検

索することができるように体系的に構

成したものであって、目次、索引、符

号等により容易に検索可能な状態に置

かれているもの 

 

〔参照条文等〕保護法第 16 条第７項、通則Ｇ

Ｌ2-9 

（利用目的の特定） 

第３条 正会員は、個人情報の取扱いに当た

っては、個人情報がどのような事業の用に

供され、どのような目的で利用されるかを

本人が合理的に予想できるようできる限り

特定しなければならない。 

２ 前項の利用目的の特定に当たって、「自

社の所要の目的で用いる」といった抽象的

な利用目的は、「できる限り特定」したも

のとはならないことから、正会員は、提供

する金融商品、サービスを示したうえで、

利用目的を特定するよう努めなければなら

ない。 

３ 正会員は、特定の個人情報の利用目的

が、法令等に基づき限定されている場合に

は、その旨を明示することとする。 

４ 正会員は、利用目的を変更する場合に

は、保護法第17条第２項に定める「変更前

の利用目的と関連性を有すると合理的に認

められる範囲」を超えてはならない。 

 

１．利用目的の特定に当たり、あらかじめ第

三者に個人情報を提供することを想定して

いる場合には、その旨が明確に分かるよう

特定する必要がある。 

２．利用目的の特定の例 

以下の例を参考に、正会員各社において

個人情報の利用目的を特定する。 

（１）事業内容（任意事項） 

事業内容の記載は、各社の任意とし、

記載する場合には、以下の例を参考とす

る。 

① 金商法第２条第８項第12号イに掲げる

業務又は同項第14号に掲げる業務及びこ

れらに付随する業務（委託者非指図型投

資信託の受託会社である信託会社等にあ

っては、信託業務及びこれに付随する業

務） 

② 金商法第２条第８項第７号に掲げる業

務 



 

 - 13 - 

個人情報の保護に関する指針 解 説 

③ 金商法第35条第２項に基づき正会員が

営むことのできる業務及びこれらに付随

する業務 

④ その他正会員が営むことができる業務

及びこれらに付随する業務（今後取扱い

が認められる業務を含む。） 

（２）利用目的（必須事項） 

利用目的は、例えば、以下のように具

体的に特定する。また、個人番号の利用

目的について合わせて記載することが考

えられる。その場合、当該利用目的は、

その他の個人情報の利用目的とは独立し

たものであることが、顧客に明確に理解

されるよう留意する。 

① 当社が発行する有価証券の勧誘・販売

又はサービスの案内を行うため 

② 適合性の原則等に照らした商品･サービ

スの提供の妥当性を判断するため 

③ 取引口座の開設等、有価証券又はサー

ビスの申込の受付のため 

④ お客様ご本人であること又はご本人の

代理人であることを確認するため 

⑤ お客様に対し、取引結果、残高などの

報告を行うため 

⑥ お客様との取引に関する事務を行うた

め 

⑦ お客様との契約や法律等に基づく権利

の行使や義務の履行のため 

⑧ 市場調査、並びにデータ分析やアンケ

ートの実施等による金融商品やサービス

の研究や開発のため 

⑨ 一般事務受託者として投資法人から投

資主に係る個人情報の管理事務の全部又

は一部を委託された場合等において、委

託された当該業務を適切に遂行するため 

⑩ その他、お客様との取引を適切かつ円

滑に履行するため 

● 個人番号の利用目的 

前各号の個人情報の利用目的に関わら

ず、個人番号は、「金融商品取引に関する

口座開設の申請・届出事務」及び「金融

商品取引に関する法定書類の作成・提出

事務」に限り利用いたします。 

※ 個人番号の利用目的を個人情報の利用

目的とは別に通知・公表・明示する場合

は、顧客に個人情報の利用目的が別途通

知・公表・明示されていることを明確に

示したうえで、それぞれの利用目的の通

知・公表・明示に漏れが生じぬよう留意

する必要がある。個人番号の利用目的
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

は、例えば次のように記載することが考

えられる。 

● 個人番号の利用目的 

① 金融商品取引に関する口座開設の申

請・届出事務 

② 金融商品取引に関する法定書類の作

成・提出事務 

※  個人番号以外の個人情報の利用目的

は、弊社ホームページ等で公表してお

りますので、ご確認ください。 

３．利用目的変更の範囲 

（許容例） 

「商品案内等を郵送」→「商品案内等を

メール送付」 

（認められない例） 

「アンケート集計に利用」→「商品案内

等の郵送に利用」 

〔参照条文等〕保護法第 17 条、金融分野ＧＬ

第２条、番号法金融ＧＬ1-(1)、通則ＧＬ3-

1-1、3-1-2 

（「同意」の形式） 

第４条 正会員は、次条、第13条、第13条の

２及び第13条の５（正会員が個人関連情報

取扱事業者から同条の規定による個人関連

情報の提供を受けて個人データとして取得

する場合に限る。）に定める本人の同意を

得る場合には、原則として、書面（電磁的

記録を含む。第15条を除き、以下同じ。）

によることとする。 

なお、本人が未成年者、成年被後見人、

被保佐人及び被補助人であって、個人情報

の取扱いに関して同意したことによって生

ずる結果について判断できる能力を有して

いない場合などは、親権者や法定代理人等

から同意を得る必要がある。 

 
（１）「同意」を得る方法の具体例 

① 本人から直接個人情報を取得する書面

上又は別の書面上に利用目的及び同意文

言を記載し、本人の署名（及び捺印）を

徴求して同意を得る方法 

② インターネット等の場合、画面上での

同意の意思表示（本人による了解ボタン

のクリック、同意する旨のタッチパネル

へのタッチ、ボタンやスイッチ等による

入力等）又は同意文言を記載した本人か

らの電子メールや SMS 等の電気通信回線

を用いた交信（以下「電子メール等」と

いう。）の受信、本人による音声入力等に

よる方法 

③ 上記①又は②以外の電話等非対面の場

合で、口頭による同意を得るときは、顧

客本人の同意の意思表示について社内記

録（聴取書等）を作成し、又は録音する

こと等により事後的に検証可能な体制を

とる必要がある。 

（２）あらかじめ作成された同意書面を用い

る場合の留意事項 

文字の大きさ及び文章の表現を変える

こと等により、個人情報の取扱いに関す

る条項が他と明確に区別され、本人に理

解されることが望ましい。 

または、あらかじめ作成された同意書

面に確認欄を設け本人がチェックを行う

こと等、本人の意思が明確に反映できる
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

方法により確認を行うことが望ましい。 

（３）本人が未成年者の場合に親権者の同意

が必要なのは、その未成年者が個人情報

の取扱いに関して同意したことによって

生ずる結果について判断のできる能力を

有していない場合であると考えられる。 

〔参照条文等〕通則ＧＬ2-16、金融分野ＧＬ

第３条 

（利用目的による制限） 

第５条 正会員は、あらかじめ本人の同意を

得ることなく、第３条により特定した利用

目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情

報を取り扱ってはならない。 

ただし、あらかじめ本人の同意を得るた

めに個人情報を利用すること（電子メール

の送信や電話をかけること等）は、当初特

定した利用目的にない場合でも、目的外利

用には当たらない。 

 
（１）正会員が、新たに取扱いを行う業務に

関して、既に取得した個人情報を利用す

る場合、利用目的に明記した「その他正

会員が営むことができる業務及びこれら

に付随する業務（今後取扱いが認められ

る業務を含む。）」から外れない限り、第

３条により特定した利用目的の達成に必

要な範囲内と考えられる。 

〔参照条文等〕保護法第18条、通則ＧＬ3-1-3 

２ 正会員は、合併その他の事由により他の

個人情報取扱事業者から事業を承継するこ

とに伴って個人情報を取得した場合は、あ

らかじめ本人の同意を得ないで、承継前に

おける当該他の個人情報取扱事業者の個人

情報の利用目的の達成に必要な範囲を超え

て、当該個人情報を取り扱ってはならな

い。 

また、承継前の利用目的の達成に必要な

範囲内で取り扱う場合は目的外利用になら

ず、本人の同意を得る必要はない。 

 

（２）「合併その他の事由」（第２項）には、

合併のほか、事業譲渡、事業の現物出

資、会社分割等、通常、事業に関する顧

客情報等の個人データも一体的に承継さ

れる事業の承継が該当する。 

なお、事業の承継後に、承継前の利用

目的の達成に必要な範囲を超えて、個人

情報を取り扱う場合は、あらかじめ本人

の同意を得る必要があるが、当該同意を

得るために個人情報を利用すること（電

子メールの送信や電話をかけること等）

は承継前の利用目的として記載されてい

ない場合でも、目的外利用には該当しな

い。 

（３）個人番号は、原則として、本人の同意

を得ても、利用目的外に利用してはなら

ないことに留意を要する。 

〔参照条文等〕保護法第 18 条、通則ＧＬ3-1-

4、番号法第９条、第30条第２項、番号法金

融ＧＬ1-(1) 

３ 前２項は、次に掲げる場合については適

用しない。 

 

（４）個人番号は、第３項各号に掲げる場合

に関わらず、次の場合にのみ例外的な取

扱いが認められる。 

① 金融機関が激甚災害時等に金銭の支払

を行う場合 

② 人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意

があり、又は本人の同意を得ることが困

難であるとき。 

〔参照条文等〕保護法第 18 条、番号法第９

条、番号法金融ＧＬ1-(1) 
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

（１）法令（条例を含む。以下同じ。）に基

づく場合 

（５）「法令に基づく場合」（第３項第１号）

の具体例 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 国税通則法第 74条の２から第 74条の６

（税務当局が行う質問検査） 

② 国税通則法第 131 条 （税務当局の行う

犯則事件の任意調査） 

③ 刑事訴訟法第 197 条（捜査関係事項照

会） 

④ 犯罪による収益の移転防止に関する法

律（以下「犯罪収益移転防止法」とい

う。）第８条第１項（疑わしい取引の届出

等） 

⑤ 民事訴訟法第 223 条（文書提出命令） 

⑥ 刑事訴訟法第218条第１項（令状による

差押え・捜索・検証） 

⑦ 所得税法第225条（支払調書及び支払通

知書） 

⑧ 地方税法第72条の63（個人の事業税に

係る総務省の職員の質問検査権） 

⑨ 国税徴収法第 141 条（質問及び検査） 

⑩ 租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法

律第 10 条の６（共通報告基準（CRS）に

基づく自動的情報交換制度に係る口座情

報の報告） 

⑪ 金商法第 56 条の 2、第 210 条、第 211

条（報告の徴取及び検査、質問・検査・

領置等、臨検・捜索・差押等） 

⑫ 金商法第 78条第２項、第 78条の６及び

第 78 条の７ 

※ 金商法等に基づく自主規制機関に対

する情報提供 

正会員が、金商法等に従って定めら

れた本協会の定款その他の規則の規定

に基づく本協会への報告・届出、本協

会の調査又は本協会の苦情相談・あっ

せん業務等、本協会の自主規制業務遂

行のために本協会に個人情報の提供を

行う場合 

⑬ 弁護士法第23条の２第２項（弁護士会

の照会） 

例えば裁判所等へ提出する証拠資料と

して必要となる場合 

なお、当該法令に、第三者が個人情報の

提供を求めることができる旨の規定はある

が、正当な事由に基づきそれに応じないこ

とができる場合には、当該法令の趣旨に照

らして目的外利用の必要性と合理性が認め

られる範囲内で対応するよう留意する。 
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

その場合、例えば弁護士会の照会があっ

た場合の対応として、個人データを提供す

ることの必要性と合理性が認められる範囲

であるか判断が困難な場合は、本人の同意

を得ることが望ましい。 

〔参照条文等〕保護法第 18 条、通則ＧＬ3-1-

5 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき 

 

（６）「人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき」の具体例

（第３項第２号） 

「人」には「法人」を含み、例えば、

次のようなものが該当する。 

① 暴力団、いわゆる総会屋、反社会的団

体又はその構成員等の違法行為に関する

情報、振り込め詐欺に利用された口座に

関する情報等を収集する場合 

② 反社会的勢力であることが疑われる顧

客について警察へ照会する場合 

③ 顧客等の急病に対処するため医療機関

へ情報提供する場合 

④ 強硬に意図的な業務妨害をする者につ

いて警察へ情報提供する場合 

⑤ 地震、災害等により本人が行方不明で

ある状況が継続している場合における当

該本人の家族への財産開示 

〔参照条文等〕保護法第 18 条、通則ＧＬ3-1-

5 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成

の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であ

るとき 

 

〔参照条文等〕保護法第 18 条、通則ＧＬ3-1-

5 

 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ること

により当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき 

（７）「国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ること

により当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき」の具体例（第３項第４

号） 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 税務当局が適正な課税実現の観点か

ら、個々の質問調査権によらずに行う任

意調査に応じる場合 

（注）「協力する必要がある」か否かにつ

いては、正会員が個別に判断すること

となるが、税務当局から「有価証券取

引等の照会書」その他の書面を受け入

れ、対象となる個人情報を特定のうえ

提供することが望ましい。 

② 警察の任意調査に応じる場合 
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③ 振り込め詐欺に利用された口座に関す

る情報を警察に提供する場合 

④ 一般統計調査に回答する場合 

なお、任意の求めの趣旨に照らして目的

外利用の必要性と合理性が認められる範囲

内で対応するよう留意する。 

〔参照条文〕保護法第18条、金融分野ＧＬ第4

条、通則ＧＬ3-1-5 

（５）学術研究機関等に個人データを提 供す

る場合であって、当該学術研究機関等が

当該個人データを学術研究の用に供する

目的（以下「学術研究目的」という。）

で取り扱う 必要があるとき（当該個人デ

ータを取り扱う目的の一部が学術研究目

的である場合を含み、個人の権利利益を

不当に侵害するおそれがある場合を除

く。） 

（８）具体的活動としての「学術研究」とし

ては、新しい法則や原理の発見、分析や

方法論の確立、新しい知識やその応用法

の体系化、先端的な学問領域の開拓など

をいう。なお、製品開発を目的として個

人情報を取り扱う場合は、当該活動は、

学術研究目的とは解されない。 

〔参照条文〕保護法第16条第８項、第18条、

金融分野ＧＬ第４条、通則ＧＬ2-18、2-

19、3-1- 5） 

(機微（センシティブ）情報の取扱い） 

第６条 正会員は、機微（センシティブ）情

報については、次に掲げる場合を除くほ

か、取得、利用又は第三者への提供を行わ

ないものとする。 

 

 
（１）機微（センシティブ）情報に該当しな

い情報の例 

 例えば、次のようなものは該当しない。 

① 新聞、テレビ及び官報等に記載された

公知の情報 

② 相続手続及び納税義務の履行において

準拠法を確認するために「国籍（永住権

の有無を含む。）」を使用する場合の当該

「国籍」情報 

（２）機微（センシティブ）情報に係る留意

事項 

① 機微（センシティブ）情報の取得の時

期は、正会員において、当該情報を事業

の用に供するものとしてファイルに綴じ

る等により保管した段階である。 

② 平成17年４月１日以後、犯罪収益移転

防止法等に基づき、顧客の本人確認を行

うため、当該顧客から、本人確認書類と

して、本籍地や免許の条件等（条件等の

内容が機微（センシティブ）情報に該当

するものに限る。）が記載された運転免許

証等の写しの送付を受けた場合、ファイ

リング（保管）するまでの間に、速やか

に、当該本籍地や当該免許の条件等を黒

塗りすれば、機微（センシティブ）情報

の「取得」に当たらない。 

また、運転免許証の裏面、個人番号カ

ードの表面、健康保険被保険証等から、

本人確認には必要のない臓器提供の意思

等に関する情報（特記欄を含む）は、機

微（センシティブ）情報に該当するか否



 

 - 19 - 

個人情報の保護に関する指針 解 説 

かを問わず、運用・直接募集業務等にお

いて必要な情報ではないため、取得しな

いよう留意する。 

なお、平成17年４月１日より前に取得

した機微（センシティブ）情報について

は、同日以後は、本条第１項各号に掲げ

る場合を除くほか、利用又は第三者への

提供はできないことに留意する。 

また、平成29年５月30日より前に取得

した要配慮個人情報（同日より前に機微

（センシティブ）情報であったものを除

く。）については、同日以後は、本条第１

項各号に掲げる場合を除くほか、利用又

は第三者への提供はできないことに留意

する。 

（１）法令等に基づく場合 

 

（３）「法令等に基づく場合」の具体例（第１

項第１号） 

法律、政省令、条例、条約のほか、閣

議決定や公務所により発出された指導文

書で、例えば、次のようなものが該当す

る。 

① 顧客から「障害者等の少額貯蓄非課税

制度」の利用資格を確認するため、身体

障害者手帳（写）の提出を受けた場合 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律に基づく暴力団追放運動推進

センターの会議等の場で文書等に記載さ

れた暴力団や反社会的団体若しくはその

構成員の反社会的行為に関する情報を取

得する場合 

③ 犯罪収益移転防止法第８条第１項に基

づく疑わしい取引の届出により、個人情

報を提供する場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合 

 

（４）「人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合」の具体例（第１項第

２号） 

① 暴力団、いわゆる総会屋、反社会的団

体又はその構成員等を把握する目的で、

犯罪情報を取得する場合 

② 正会員が顧客の適合性確認を実施し

たとき等に、判断能力が低下している顧

客本人に代わって当該顧客の家族等から

認知症等の疾病情報を取得する場合 

〔参照条文等〕保護法第20条第２項第２号 

（３） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成

の推進のため特に必要がある場合 

 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ
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る場合 

（５）保護法第20条第２項第６号に掲げる場

合に機微（センシティブ）情報を取得す

る場合、保護法第18条第３項第６号に掲

げる場合に機微（センシティブ）情報を

利用する場合、又は保護法第27条第１項

第７号に掲げる場合に機微（センシティ

ブ）情報を第三者提供する場合 

（５）学術研究機関等との間で学術研究目

的で必要があるときに機微（センシテ

ィブ）情報を取得し、利用し、又は第

三者提供する場合が該当する。 

〔参照条文等〕金融分野ＧＬ第５条 

（６）源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲に

おいて、政治・宗教等の団体若しくは労

働組合への所属若しくは加盟に関する従

業員等の機微（センシティブ）情報を取

得、利用、又は第三者提供する場合 

 

（７）相続手続による権利義務の移転等の遂

行に必要な限りにおいて、機微（センシ

ティブ）情報を取得、利用又は第三者提

供する場合 

 

（６）「相続手続による権利義務の移転等の遂

行に必要な限りにおいて、機微（センシ

ティブ）情報を取得、利用又は第三者提

供する場合」の具体例（第１項第６号） 

例えば、相続手続のための戸籍謄本を

取得する場合 

〔参照条文等〕金融分野ＧＬ第５条 

（８）正会員が営む業務の適切な業務運営を

確保する必要性から、本人の同意に基づ

き業務遂行上必要な範囲で機微（センシ

ティブ）情報を取得、利用、又は第三者

提供する場合 

 

（９）機微（センシティブ）情報に該当する

生体認証情報を本人の同意に基づき、本

人確認に用いる場合 

（７）「生体認証情報」は、第２条の解説１の

２．個人識別符号（１）の例示を参考と

する。 

２ 正会員は、機微（センシティブ）情報

を、前項に掲げる場合に取得、利用、又は

第三者提供する場合には、同項に掲げる事

由を逸脱した取得、利用又は第三者提供を

行うことのないよう、特に慎重に取り扱う

ものとする。 

 

３ 正会員は、機微（センシティブ）情報

を、本条第１項に掲げる場合に取得、利

用、又は第三者提供する場合には、個人情

報の保護に関する法令等に従い適切に対応

しなければならない。 

（８）例えば、要配慮個人情報を取得するに

当たっては、保護法第 20 条第２項に従

い、あらかじめ本人の同意を得ることに

留意する。 

 

４ 正会員は、機微（センシティブ）情報を

第三者提供するに当たっては、保護法第27

条第２項（オプトアウト）の規定を適用し

ないこととする。 

（９）要配慮個人情報のオプトアウトによる

第三者提供は保護法で禁じられているた

め、要配慮個人情報には該当しない機微

（センシティブ）情報についても、オプ

トアウトによる第三者提供を行わないこ

ととする。 

（不適正な利用の禁止） 

第６条の２ 正会員は、違法又は不当な行為

を助長し、又は誘発するおそれがある方法

により個人情報を利用してはならない。 

（１）「違法又は不当な行為」とは、保護法

その他の法令に違反する行為、及び直

ちに違法とは言えないものの、保護法

その他の法令の制度趣旨又は公序良俗
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 に反する等、社会通念上適正とは認め

られない行為をいう。 

（２）「おそれ」の有無は、正会員による個

人情報の利用が、違法又は不当な行為

を助長又は誘発することについて、社

会通念上蓋然性が認められるか否かに

より判断される。この判断に当たって

は、個人情報の利用方法等の客観的な

事情に加えて、個人情報の利用時点に

おける正会員の認識及び予見可能性も

踏まえる必要がある。例えば、正会員

が第三者に個人情報を提供した場合に

おいて、当該第三者が当該個人情報を

違法な行為に用いた場合であっても、

当該第三者が当該個人情報の取得目的

を偽っていた等、当該個人情報の提供

の時点において、提供した個人情報が

違法に利用されることについて、当該

正会員が一般的な注意力をもってして

も予見できない状況であった場合に

は、「おそれ」は認められないと解され

る。 

（３）「違法又は不当な行為を助長し、又は

誘発するおそれがある方法」により個

人情報を利用している事例 

例えば、次のようなものが該当する。 

①  違法な行為を営むことが疑われる事

業者（例：貸金業登録を行っていない

貸金業者等）からの突然の接触による

本人の平穏な生活を送る権利の侵害

等、当該事業者の違法な行為を助長す

るおそれが想定されるにもかかわら

ず、当該事業者に当該本人の個人情報

を提供する場合 

②  裁判所による公告等により散在的に

公開されている個人情報（例：官報に

掲載され る破産者情報）を、当該個人

情報に係る本人に対する違法な差別

が、不特定多数の者によって誘発され

るおそれがあることが予見できるにも

かかわらず、それを集約してデータベ

ース化し、インターネット上で公開す

る場合 

③  暴力団員により行われる暴力的要求

行為等の不当な行為や総会屋による不

当な要 求を助長し、又は誘発するおそ

れが予見できるにもかかわらず、事業

者間で共有している暴力団員等に該当
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する人物を本人とする個人情報や、不

当要求による被害を防止するために必

要な業務を行う各事業者の責任者の名

簿等を、みだりに開示し、又は暴力団

等に対しその存在を明らかにする場合 

④  個人情報を提供した場合、提供先に

おいて保護法第 27 条第 1 項に違反する

第三者提供がなされることを予見でき

るにもかかわらず、当該提供先に対し

て、個人情報を提供する場合 

⑤  採用選考を通じて個人情報を取得し

た事業者が、性別、国籍等の特定の属

性のみにより、正当な理由なく本人に

対する違法な差別的取扱いを行うため

に、個人情報を利用する場合 

⑥  広告配信を行っている事業者が、第

三者から広告配信依頼を受けた商品が

違法薬物等の違法な商品であることが

予見できるにもかかわらず、当該商品

の広告配信のために、自社で取得した

個人情報を利用する場合 

〔参照条文等〕保護法第19条、通則ＧＬ3-2 

（適正な個人情報の取得） 

第７条  正会員は、偽りその他不正の手段に

より個人情報を取得してはならない。ま

た、正会員は、第三者から個人情報を取得

するに際しては、本人の利益の不当な侵害

を行ってはならず、個人情報の不正取得等

の不当な行為を行っている第三者から、当

該情報が漏えいされた情報であること等を

知ったうえで個人情報を取得してはならな

い。 

 

 
（１）「不正の手段」により個人情報を取得し

ている事例 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 十分な判断能力を有していない子供や

障害者から、取得状況から考えて関係の

ない家族の収入事情などの家族の個人情

報を、家族の同意なく取得する場合 

② 保護法第27条第１項に規定する第三者

提供制限違反をするよう強要して個人情

報を取得する場合 

③ 個人情報を取得する主体や利用目的等

について、意図的に虚偽の情報を示し

て、本人から個人情報を取得する場合 

④ 他の事業者に指示して不正の手段で個

人情報を取得させ、当該他の事業者から

個人情報を取得する場合   

⑤ 保護法第27条第１項に規定する第三者

提供制限違反がされようとしていること

を知り、又は容易に知ることができるに

もかかわらず、個人情報を取得する場合 

⑥ 不正の手段で個人情報が取得されたこ

とを知り、又は容易に知ることができる

にもかかわらず、当該個人情報を取得す

る場合 

（２）個人番号及び基礎年金番号の取得 

個人番号及び基礎年金番号は法令によ
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り規定された場合以外には取得してはな

らないことに留意を要する（※１）。 

なお、令和２年５月25日より、個人番

号を確認するための通知カードは廃止さ

れているが、経過措置が設けられてお

り、以下の条件を満たす場合に限り、番

号法上の本人確認に利用することができ

る。（「情報通信技術の活用による行政手

続等に係る関係者の利便性の向上並びに

行政運営の簡素化及び効率化を図るため

の行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律等の一部を改正する法

律」の一部施行による。） 

① 当該通知カードに係る記載事項に変更

がないこと 

ただし、当該廃止日前に当該通知カー

ドに係る記載事項に変更があった場合

に、市町村長（特別区の区長を含む。）か

ら記載事項の変更の措置を受けていなけ

れば、個人情報の保護に関する指針当該

経過措置は適用されない。 

② 本人確認書類を別途受入れるなど、番

号法により規定された方法により、通知

カードの記載事項が現在のものであるこ

とを確認すること。 

※１．個人番号以外にも、基礎年金番号や被

保険者等記号・番号等（保険者番号及び被

保険者等記号・番号をいう。以下同じ。）

は、原則として、本人確認の目的であって

も告知を求めることが禁止されている点に

も留意する。例えば、ホームページや顧客

向けリーフレット等において、本人確認書

類として健康保険証等の写しの提出を求め

る場合に「記号・番号が鮮明であることを

ご確認ください。」等の記載がある場合に

は、被保険者等記号・番号等の告知要求を

行っているとみなされるおそれがあるた

め、行わないようにすること。 

〔参照条文等〕保護法第20条、通則ＧＬ3-3-

1、番号法第15条、第16条、第19条、第20

条、番号法金融ＧＬ3-(2)、3-(3)、国民年金

法第108条の４、健康保険法第194条の２、

高齢者の医療の確保に関する法律第161条の

２、国民健康保険法第111条の２、船員保険

法第143条の２、私立学校教職員共済法第45

条、国家公務員共済組合法第112条の２、地

方公務員等共済組合法 第144条の24の２、防

衛省の職員の給与等に関する法律第22条、

国税通則法第74条の13の４、番号利用法整

備法（平成25年法律第28号）第８条 
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２ 正会員は、第三者からの提供により個人

情報を取得する場合には、提供元の法令遵

守状況を確認するとともに、当該個人情報

が適法に取得されたものであることを確認

するものとする。 

（３）提供元の法令遵守状況の確認の具体的

方法 

例えば、オプトアウト、利用目的、開

示手続、問合せ・苦情の受付窓口を公表

していることの確認などが考えられる。 

（４）「提供を受ける個人情報が適法に取得さ

れたものであること」は、例えば以下の

いずれかの方法で確認する。 

① 取得の経緯を示す契約書等の書面の点   

検 

② 適法に取得されている旨の確認書の受

入れ 

③  口頭による適法性の確認のうえ、適正

な社内記録の保存 

なお、提供を受ける個人情報が適法に

取得されたものであることを確認できな

い場合は、その取得を自粛することを含

め、慎重な対応を検討することが望まし

い。 

〔参照条文等〕通則ＧＬ3-3-1、確認記録ＧＬ

3-1-3 

（注）EU域内から、個人データの取扱いに係

る自然人の保護及び当該データの自由な移

転並びに指令95/46/ECの廃止に関する欧州

議会及び欧州理事会規則（General Data 

Protection Regulation：一般データ保護規

則。以下「GDPR」という。）45条に基づく

十分性認定により移転を受けた個人データ

（GDPR第４条第１号に定める「Personal 

Data」をいう。）については、補完的ルー

ルの適用を受けることに留意する。また、

英国域内から十分性認定により移転を受け

た個人データについても同様である。 

〔参照条文等〕補完的ルール 

 

（個人情報取得時の利用目的の通知・公表、

明示等） 

第８条 正会員は、個人情報を取得した場合

は、あらかじめその利用目的を公表してい

る場合を除き、速やかに、その利用目的を

本人に通知し、又は公表しなければならな

い。この場合において、「通知」の方法に

ついては、原則として書面によることと

し、「公表」の方法については、自らの金

融商品の販売方法等の事業の態様に応じ、

インターネットのホームページ等での公

表、本店その他の営業所の窓口等への書面

の掲示・備付け等適切な方法によらなけれ

ばならない。 

 
（１）「通知」方法の具体例 

例えば、次のような方法がある。 

① ちらし等の文書を直接渡すことによる

通知（原則） 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信

し、又は文書を郵便等で送付することに

よる通知 

（２）「公表」方法の具体例 

例えば、次のような方法がある。 

① 自社のホームページのトップページか

ら１回程度の操作で到達できる場所への

掲載 

② 自社の営業所等、顧客が訪れることが
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想定される場所におけるポスター等の掲

示、パンフレット等の備置き・配布 

（注）平成 17 年４月１日の保護法施行日前か

ら保有している個人情報については、保護

法施行時に個人情報の取得行為がなく、保

護法第 21 条の規定は適用されない。 

〔参照条文等〕通則ＧＬ2-14、2-15 

２ 正会員は、前項の規定にかかわらず、本

人との間で契約を締結すること等に伴って

契約書その他の書面に記載された個人情報

を取得する場合は、あらかじめ、本人に対

し、その利用目的を明示しなければならな

い。ただし、人の生命、身体又は財産の保

護のために緊急に必要がある場合は、この

限りでない。 

（３）本人から「契約書その他の書面に記載

された個人情報を取得する場合」の例

（第２項） 

例えば、次のような場合がある。 

① 本人から、取引口座設定申込書、保管

会社への取次ぎの申込書等を受領する場

合 

② 本人から本人確認書類又はその写しを

受領する場合 

③ 返信用ハガキ、アンケートに記載され

た個人情報を直接本人から取得する場合 

④ 自社が主催するキャンペーンへの参加

希望者が、参加申込みのために自社のホ

ームページの入力画面に入力した個人情

報を取得する場合 

（４）「明示」の方法の具体例 

 例えば、次のような方法がある。 

① 利用目的を記載した書面で明示する方

法 

② ポスター等の掲示により明示する方法 

③ パンフレット又はちらしの配布等によ

り明示する方法 

④ インターネット取引の場合は、顧客入

力画面や顧客宛て電子メール等により明

示する方法 

（５）「明示」の内容等 

① 「明示」する内容は、取得した個人情

報の利用目的である。「明示」は、当該契

約書その他の書面に記載された個人情報

の利用目的のみを示す方法と、第３条に

より特定した包括的な利用目的の全部又

は一部を示す方法のいずれかによるもの

とする。 

② 本人に対して、取引開始時等に包括的

な利用目的を明示している場合で、当該

契約書その他の書面に記載された個人情

報の利用目的が、取引開始時等に明示さ

れた包括的な利用目的の範囲内にあると

きは、当該書面による個人情報を取得す

る都度、あらためて利用目的の明示を行

う必要はない。 

（６）本人への通知又は公表が必要となる具

体例（取得する前に個別通知する場合を
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除く） 

① インターネット上で本人が自発的に公

にしている個人情報を取得した場合（単

に閲覧しただけの場合を除く） 

② インターネット、官報、職員録等から

個人情報を取得した場合（単に閲覧した

だけの場合を除く） 

③ 個人情報の第三者提供を受けた場合 

〔参照条文等〕通則ＧＬ3-3-3、3-3-4 

（７）個人番号の利用目的の通知・公表・明

示 

① 個人番号の利用目的についても通知・

公表・明示を行わなければならない。 

② 個人番号の利用目的は、個人情報の利

用目的に追記して通知・公表・明示する

ことが考えられる。ただし、個人番号の

利用目的を個人情報の利用目的とは別に

通知・公表・明示することも妨げない。 

③ 個人番号の利用目的を、個人情報の利

用目的に追記して通知・公表・明示する

場合は、顧客が個人番号の利用目的がそ

の他の個人情報の利用目的とは独立した

ものであることが明確に理解できるよう

留意しなければならない。例えば、次の

ような記載が考えられる。 

● 上記の個人情報の利用目的に関わら

ず、個人番号は、「金融商品取引に関す

る口座開設の申請・届出事務」及び

「金融商品取引に関する法定書類の作

成・提出事務」に限り利用いたしま

す。 

④ 個人番号の利用目的を個人情報の利用

目的とは別に通知・公表・明示する場合

は、顧客に個人情報の利用目的が別途通

知・公表・明示されていることを明確に

示したうえで、それぞれの利用目的の通

知・公表・明示に漏れが生じぬよう留意

する必要がある。個人番号の利用目的

は、例えば次のように記載することが考

えられる。 

● 個人番号の利用目的 

1) 金融商品取引に関する口座開設の申

請・届出事務 

2) 金融商品取引に関する法定書類の作

成・提出事務 

※ 個人番号以外の個人情報の利用目的

は、弊社ホームページ等で公表してお

りますので、ご確認ください。 

⑤ 金融商品仲介業者に個人番号の収集

を委託する場合、金融商品仲介業者が
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

顧客に明示すべき利用目的は、当該金

融商品仲介業者自身の利用目的ではな

く、委託元正会員が定める利用目的で

あることに留意する。 

３ 正会員は、利用目的を変更した場合は、

変更された利用目的について、本人に通知

し、又は公表しなければならない。 

 

〔参照条文等〕保護法第21条第３項、通則Ｇ

Ｌ3-1-2 

４ 前３項の規定は、次に掲げる場合につい

ては適用しない。 

（１）利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより本人又は第三者の生命、身

体、財産その他の権利利益を害するおそ

れがある場合 

 

 

 
（８）「利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより本人又は第三者の生命、身

体、財産その他の権利利益を害するおそ

れがある場合」の具体例（第４項第１

号） 

例えば、暴力団、いわゆる総会屋、反

社会的団体又はその構成員等についての

情報や疑わしい取引の届出の対象情報、

振り込め詐欺に利用された口座に関する

情報、業務妨害行為を行う悪質者情報の

提供者が逆恨みを買うおそれがある場合 

〔参照条文等〕保護法第 21 条第 4 項、通則Ｇ

Ｌ3-3-5、金融分野 GL 第 6 条 

（２）利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより当該正会員の権利又は正当

な利益を害するおそれがある場合 

 

（９）「利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより当該正会員の権利又は正当

な利益を害するおそれがある場合」の具

体例（第４項第２号） 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 暴力団等の反社会的勢力情報、疑わし

い取引の届出の対象情報、振り込め詐欺

に利用された口座に関する情報、業務妨

害行為を行う悪質者情報を取得したこと

が明らかになる事により、情報提供を受

けた正会員に害が及ぶ場合 

② 通知又は公表される利用目的により、

正会員が行う新商品等の開発内容、営業

ノウハウ等の企業秘密にかかわるような

ものが明らかになり健全な競争を害する

場合 

〔参照条文等〕保護法第 21 条第４項、通則Ｇ

Ｌ3-3-5、金融分野 GL 第 6 条 

（３）国の機関又は地方公共団体が法令の定

める事務を遂行することに対して協力す

る必要がある場合であって、利用目的を

本人に通知し、又は公表することにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとき 

 

（10）「国の機関又は地方公共団体が法令の定

める事務を遂行することに対して協力す

る必要がある場合であって、利用目的を

本人に通知し、又は公表することにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれが

あるとき」の具体例（第４項第３号） 

例えば、捜査機関から捜査への協力に

必要な被疑者の個人情報の提供を受ける

場合 
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

〔参照条文等〕保護法第 21 条第４項、通則Ｇ

Ｌ3-3-5 

（４）取得の状況からみて利用目的が明らか

であると認められる場合 

（11）「取得の状況からみて利用目的が明らか

であると認められる場合」の具体例（第

４項第４号） 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 電話等での資料請求に対し、請求者が

提供した住所、氏名に関する情報を請求

された資料の送付のみに利用する場合 

② 法人との取引により、法人の代表者、

担当の役職員の個人名等を取得し、当該

個人情報を当該取引にのみ利用する場合 

③ 今後連絡を取り合うための名刺交換に

より、個人情報を取得する場合 

なお、ダイレクトメールの送付や勧誘

行為を行う場合は、名刺交換時又はダイ

レクトメールの送付前にその旨を確認す

ることにより利用目的を明示したことと

なると考えられる。 

④ 非通知でない着信電話に同じ用件で電

話を掛け直す場合 

〔参照条文等〕保護法第21条第４項、通則Ｇ

Ｌ3-2-5 

（データ内容の正確性の確保等） 

第９条 正会員は、利用目的の達成に必要な

範囲内において、個人情報データベース等

への個人情報の入力時の照合・確認の手続

の整備、誤り等を発見した場合の訂正等の

手続の整備、記録事項の更新、保存期間の

設定等を行うことにより、個人データを正

確かつ最新の内容に保つよう努めなければ

ならない。 

なお、保有する個人データを一律に又は

常に最新化する必要はなく、それぞれの利

用目的に応じて、その必要な範囲内で正確

性・最新性を確保すれば足りる。 

また、正会員は、保有する個人データに

ついて利用する必要がなくなったとき、す

なわち、利用目的が達成され当該目的との

関係では当該個人データを保有する合理的

な理由が存在しなくなった場合や、利用目

的が達成されなかったものの当該目的の前

提となる事業自体が中止となった場合等

は、当該個人データを遅滞なく消去するよ

う努めなければならない。なお、法令の定

めにより保存期間等が定められている場合

は、この限りではない。 

 
（１）「個人データを正確かつ最新の内容に保

つ」方法の具体例 

顧客からの届出内容を迅速かつ正確に

個人情報データベース等に反映するとと

もに、各社の業務の態様等に応じ、例え

ば、次のような方法により、各社におい

て必要な対応に努めるものとする。 

① 契約締結時交付書面・取引残高報告書

等やホームページにおいて、顧客の氏

名・住所等の変更届出手続について周知

する。 

② 定期的に顧客カード等の情報を顧客本

人に通知し、内容の確認を求める。  

※ 個人番号については、利用目的の範囲

を超えて利用することができないことか

ら、支払調書等以外の書類等に番号を記

載してはならないことに留意を要する。 

（２）「保存期間」について 

保存期間は合理的理由を伴う永久保存

も該当する。 

※ 個人番号は番号法に明記された事務を

行う必要に限り保管・保存することがで

きるものであるため、所管法令にて定め

られている保存期間を経過した場合に

は、できるだけ速やかに消去・廃棄しな

ければならないことに留意を要する。 
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

〔参照条文等〕保護法第22条、通則ＧＬ3-4-

1、金融分野ＧＬ第７条、番号法第20条、番

号法金融ＧＬ3-(3) 

（安全管理措置） 

第10条 正会員は、その取り扱う個人データ

の漏えい等の防止その他の個人データの安

全管理のため、安全管理に係る基本方針・

取扱規程等の整備及び安全管理措置に係る

実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を

講じなければならない。また、必要かつ適

切な措置は、個人データの取得・利用・保

管等の各段階に応じた「組織的安全管理措

置」、「人的安全管理措置」、「物理的安

全管理措置」、「技術的安全管理措置」及

び「外的環境の把握」を含むものでなけれ

ばならない。当該措置は、個人データが漏

えい等をした場合に本人が被る権利利益の

侵害の大きさを考慮し、事業の規模及び性

質、個人データの取扱状況（取り扱う個人

のデータの性質及び量を含む。以下同

じ。）並びに個人データを記録した媒体の

性質等に起因するリスクに応じたものとす

る。 

２ 本条における用語の定義は、次のとおり

である。 

（１）組織的安全管理措置 

個人データの安全管理措置について役

職員（正会員の組織内にあって、直接又

は間接に正会員の指揮監督を受けて正会

員の業務に従事する者をいい、雇用関係

にある従業者（正社員、契約社員、嘱託

社員、パート社員、アルバイト社員等）

のみならず、正会員との間の雇用関係に

ない者（取締役、会計参与（会計参与が

法人であるときは、その職務を行うべき

社員）、監査役、執行役又は派遣社員

等）も含まれる。以下同じ。）の責任と

権限を明確に定め、安全管理に関する規

程等を整備・運用し、その実施状況の点

検・監査を行うこと等の正会員の体制整

備及び実施措置をいう。 

（２）人的安全管理措置 

役職員との個人データの非開示契約等

の締結及び役職員に対する教育・訓練等

を実施し、個人データの安全管理が図ら

れるよう役職員を監督することをいう。 

（３）物理的安全管理措置 

個人データを取り扱う区域の管理、機

器及び 電子媒体等の盗難の防止、電子媒

体等を持ち運ぶ場合の漏えい等の防止並

 
（１）正会員は、個人データの漏えい、滅失

又は毀損の防止その他の個人データの安

全管理のため、金融分野ＧＬ及び金融分

野実務指針を踏まえ、正会員の規模、業

務の内容等に応じて適切な措置等を講じ

るものとする。 

（２）リスクに応じたものとする具体例 

例えば、不特定多数者が書店で随時に

購入可能な名簿で、正会員において全く

加工をしていないもの（名簿にラインマ

ーカーや付箋をつけることは加工に当た

らない）については、個人の権利利益を

侵害するおそれは低いと考えられること

から、それを処分するために文書細断機

等による処理を行わずに廃棄し、又は廃

品回収に出したとしても、正会員の安全

管理措置の義務違反にはならない。 

（３）その他の個人データの安全管理のため

に必要かつ適切な措置 

保護法第 23 条における「その他の個人

データの安全管理のために必要かつ適切

な措置」には、正会員が取得し、又は取

得しようとしている個人情報であって、

当該正会員が個人データとして取り扱う

ことを予定しているものの漏えい等を防

止するために必要かつ適切な措置も含ま

れることに留意する。 

〔参照条文等〕保護法第 23 条、通則 GL3-4-

2、金融分野ＧＬ第８条、金融分野実務指

針、番号法第 12 条） 
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

びに機器及び電子媒体等の廃棄等の個人

データの安全管理に関する物理的な措置

をいう。 

（４）技術的安全管理措置 

個人データ及びそれを取り扱う情報シ

ステムへのアクセス制御及び情報システ

ムの監視等の個人データの安全管理に関

する技術的な措置をいう。 

（５）外的環境の把握 

外国において個人データを取り扱う場

合に、当該外国の個人情報の保護に関す

る制度等を把握することをいう。 

３ 正会員は、外国において個人データを取

り扱う場合には、外的環境を把握した上

で、個人データの安全管理のために必要か

つ適切な措置を講じなければならない。 

 
 

４ 正会員は、個人データの安全管理に係る

基本方針・取扱規程等の整備として、以下

の「組織的安全管理措置」を講じなければ

ならない。 

（１）規程等の整備 

イ 個人データの安全管理に係る基本方

針の整備 

ロ 個人データの安全管理に係る取扱規

程の整備 

ハ 個人データの取扱状況の点検及び監

査に係る規程の整備 

ニ 外部委託に係る規程の整備 

（２）各管理段階における安全管理に係る取

扱規程 

イ 取得・入力段階における取扱規程 

ロ 利用・加工段階における取扱規程 

ハ 保管・保存段階における取扱規程 

ニ 移送・送信段階における取扱規程 

ホ 消去・廃棄段階における取扱規程 

ヘ 漏えい等事案（漏えい等又はそのお

それのある事案をいう。以下同じ。）

への対応の段階における取扱規程 

５ 正会員は、個人データの安全管理に係る

実施体制の整備として、以下の「組織的安

全管理措置」、「人的安全管理措置」、

「物理的安全管理措置」及び「技術的安全

管理措置」を講じなければならない。 

（１）組織的安全管理措置 

イ 個人データの管理責任者等（個人デ

ータの安全管理に係る業務遂行の総責

任者である個人データ管理責任者、個

人データを取り扱う各部署における個

人データ管理者）の設置 

ロ 就業規則等における安全管理措置の

（４）個人データの取扱状況を確認できる手

段の具体例 

① 個人データについては、次に掲げる事

項を含む台帳整備が求められている。 

イ．取得項目、ロ．利用目的、ハ．保管

場所・保管方法・保管期限、ニ．管理部

署、ホ．アクセス権限の状況 

② 一方、特定個人情報ファイルについて

は、次に掲げる事項を例とする台帳（特

定個人情報は記載しない）整備が求めら

れている。 

イ．特定個人情報ファイルの種類、名

称、ロ．責任者、取扱部署、ハ．利用目

的、ニ．削除・廃棄状況、ホ．アクセス

権を有する者 
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整備 

ハ 個人データの安全管理に係る取扱規

程に従った運用 

ニ 個人データの取扱状況を確認できる

手段の整備 

ホ 個人データの取扱状況の点検及び監

査体制の整備と実施 

ヘ 漏えい等事案に対応する体制の整備 

（２）人的安全管理措置 

イ 役職員との個人データの非開示契約

等の締結 

ロ 役職員の役割・責任等の明確化 

ハ 役職員への安全管理措置の周知徹

底、教育及び訓練 

ニ 役職員による個人データ管理手続き

の遵守状況の確認 

（３） 物理的安全管理措置 

イ 個人データの取扱区域等の管理 

ロ 機器及び電子媒体等の盗難等の防止 

ハ 電子媒体等を持ち運ぶ場合の漏えい

等の 防止 

二 個人データの削除及び機器、電子媒

体等の廃棄 

（４）技術的安全管理措置 

イ 個人データの利用者の識別及び認証 

ロ 個人データの管理区分の設定及びア

クセス制御 

ハ 個人データへのアクセス権限の管理 

ニ 個人データの漏えい等防止策 

ホ 個人データへのアクセスの記録及び

分析 

ヘ 個人データを取り扱う情報システム

の稼動状況の記録及び分析 

ト 個人データを取り扱う情報システム

の監視及び監査 

 （５）金融分野ＧＬにおいて求められる「物

理的安全管理措置」について、番号法金

融ＧＬにおいても「物理的安全管理措

置」として整備が求められることに留意

する。 

具体的には以下の措置を講ずることが考

えられる。 

① 特定個人情報等を取り扱う区域の管理

の具体例 

イ 特定個人情報ファイルを保存するコ

ンピュータシステム等の設置場所、又

は特定個人情報ファイルを外部記憶媒

体に書き出して持ち出すことが可能な

区域は、管理区域として、入退出管理

の実施や持ち込む機器の制限、必要に
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個人情報の保護に関する指針 解 説 

応じた監視カメラの設置等を行うこと

が考えられる。 

ロ 上記以外に特定個人情報等の取得、

コンピュータシステムへの入力、書類

の一時保存等を行う場所は取扱区域と

して、壁又は間仕切り等の設置及び座

席配置の工夫等が考えられる。 

② 機器及び電子媒体等の盗難等の防止の

具体例 

特定個人情報ファイルを取り扱う区域

における機器、電子媒体及び書類等の盗

難又は紛失等を防止するために、電子媒

体又は書類等の施錠できるキャビネッ

ト・書庫等への保管、機器のセキュリテ

ィワイヤー等による固定を行う。 

③ 電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等

の防止具体例 

特定個人情報等が記録された電子媒体

又は書類等を持ち出す場合、暗号化、パ

スワードによる保護、施錠できる搬送容

器の使用等による容易に個人番号が判明

しない措置の実施や、追跡可能な移送手

段の利用等、安全な方策を講ずる。 

④ 個人番号の削除、機器及び電子媒体等

の廃棄の具体例 

所管法令等において定められている保

存期間等を経過した場合には、個人番号

をできるだけ速やかに復元できない手段

で削除又は廃棄するとともに、削除又は

廃棄した記録を保存する。また、これら

の作業を委託する場合には、委託先が確

実に削除又は廃棄したことについて、証

明書等により確認する。特に、下記⑤に

より、個人番号を取得した 場合には、速

やかに削除又は廃棄しなければならない

ことに留意する。 

⑤ 令和２年４月以降の税務調査への対応

の具体例 

・ 令和２年４月以降、個人番号を利用

した税務調査として、国税当局が臨店

調査により、個人番号が記載された照

会文書等を提示することとなるが、当

該照会文書等（そのコピー等を含む。）

の受領等の対応は、支店長等の個人番

号関係事務取扱管理者又は個人番号関

係事務取扱担当者が行う。また、個人

番号関係事務取扱管理者又は個人番号

関係事務取扱担当者は、当該照会文書

等を各社における特定の管理区域に回

送し、当該管理区域において、自社の
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顧客情報との照合や国税当局に対する

回答等に対応する。 

・ 管理区域において、臨店調査を受け

た支店からの回送又は国税当局からの

郵送により受領した照会文書等に、個

人番号が記載されている場合は、利用

目的の達成後速やかに、既存顧客のも

のであるかどうかを問わず、当該個人

番号を削除又は廃棄しなければならな

い。 

〔参照条文等〕保護法第23条、通則ＧＬ3-4-

2、金融分野ＧＬ第8条、金融分野実務指針 

（役職員の監督） 

第11条 正会員は、その役職員に個人データ

を取り扱わせるに当たっては、当該個人デ

ータの安全管理が図られるよう、適切な内

部管理体制を構築し、その役職員に対する

必要かつ適切な監督を行わなければならな

い。当該監督は、個人データが漏えい等を

した場合に本人が被る権利利益の侵害の大

きさを考慮し、事業の性質及び個人データ

の取扱状況等に起因するリスクに応じたも

のとする。 

２ 正会員は、前項の役職員に対する「必要

かつ適切な監督」を以下の体制整備等によ

り行うこととする。 

（１）役職員が、在職中及びその職を退いた

後において、当該正会員の営む業務に関

して知り得た個人データを第三者に知ら

せ、又は利用目的外に使用しないことを

内容とする契約等を採用時等に締結する

こと 

（２）個人データの適正な取扱いのための取

扱規程の策定を通じた役職員の役割・責

任の明確化及び役職員への安全管理義務

の周知徹底、教育及び訓練を行うこと 

（３）役職員による個人データの持出し等を

防ぐため、社内での安全管理に係る取扱

規程に定めた事項の遵守状況等の確認及

び役職員における個人データの取扱状況

の点検及び監査制度を整備すること 

 
（１）本条における役職員の定義について

は、本指針第10条第２項第１号参照 

（２）役職員に対して必要かつ適切な監督を

行っていないものの具体例 

① 役職員が、個人データの安全管理措置

を定める規程等に従って業務を行ってい

ることを確認しなかった結果、個人デー

タが漏えいした場合 

② 自社の内部規程等に違反して個人デー

タが入ったノート型パソコン又は外部記

録媒体を繰り返し持ち出されていたにも

関わらず、その行為を放置した結果、当

該パソコン又は当該記録媒体が紛失し、

個人データが漏えいした場合 

〔参照条文等〕保護法第 24 条、通則ＧＬ3-4-

3、金融分野ＧＬ第９条、金融分野実務指

針、番号法第 12 条 

 

（委託先の監督） 

第12条 正会員は、個人データの取扱いの全

部又は一部を委託（契約の形態や種類を問

わず、正会員が他の者に個人データの取扱

いの全部又は一部を行わせることを内容と

する契約の一切を含む。）する場合は、そ

の取扱いを委託された個人データの安全管

理が図られるよう、委託を受けた者に対す

る必要かつ適切な監督を行わなければなら

 
（１）委託先には外国の委託先も含まれる。 

（２）個人番号関係事務を委託する場合は、

委託者と同等の管理を求めなければなら

ないことに留意を要する。 

（３）再委託以降の場合も同等の管理を求め

るとともに適切に監督することが必要と

なる。 

〔参照条文等〕保護法第25条、金融分野ＧＬ
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ない。当該監督は、個人データが漏えい等

をした場合に本人が被る権利利益の侵害の

大きさを考慮し、委託する事業の規模及び

性質並びに個人データの取扱状況等に起因

するリスクに応じたものとする。 

２ 正会員は、個人データを適正に取り扱っ

ていると認められる者を選定し委託すると

ともに、取扱いを委託する個人データの安

全管理が図られるよう、個人データの安全

管理のための措置を委託先においても確保

しなければならない（二段階以上の委託が

行われた場合には、委託先の事業者が再委

託先等の事業者に対して十分な監督を行っ

ているかについても監督を行うものとす

る。）。なお、具体的には、例えば以下の

対応等を行わなければならない。 

（１） 個人データの安全管理のため、委託先

における組織体制の整備及び安全管理に

係る基本方針・取扱規程の策定等の内容

を委託先選定の基準に定め、当該基準を

定期的に見直すこと。 

なお、委託先の選定に当たっては、必

要に応じて個人データを取り扱う場所に

赴く方法（テレビ会議システム等（映像

と音声の送受信により相手の状態を相互

に認識できる方法をいう。）を利用する

方法を含む。以下同じ。）又はこれに代

わる合理的な方法による確認を行った上

で、個人データ管理責任者等が適切に評

価することが望ましい。 

（２）委託者の監督・監査・報告徴収に関す

る権限、委託先における漏えい等の防止

及び目的外利用の禁止、再委託に関する

条件並びに漏えい等事案が発生した場合

の委託先の責任を内容とする安全管理措

置を委託契約に盛り込むとともに、定期

的に監査を行う等により、定期的又は随

時に当該委託契約に定める安全管理措置

等の遵守状況を確認し、当該安全管理措

置を見直すこと。 

なお、委託契約に定める安全管理措置

等の遵守状況については、個人データ管

理責任者等が、当該安全管理措置等の見

直しを検討することを含め、適切に評価

することが望ましい。 

委託先が再委託を行おうとする場合

は、委託元は委託を行う場合と同様、再

委託の相手方、再委託する業務内容及び

再委託先の個人データの取扱方法等につ

いて、委託先に事前報告又は承認手続き

第10条、金融分野実務指針、番号法第11

条、番号法金融ＧＬ2-(1) 

（４）個人番号関係事務を再委託する場合

は、元委託者の許諾を得る必要があるこ

とに留意を要する。 

また、個人番号関係事務を受託してい

た者が、最初の委託者の許諾を得ずに再

委託した場合は、当該再委託を受けた者

も含め、番号法違反となるおそれがある

ことに留意を要する。 

〔参照条文等〕番号法第10条、番号法金融Ｇ

Ｌ2-(1) 

（５）委託を受けた者に対して必要かつ適切

な監督を行っていない具体例 

① 個人データの安全管理措置の状況を契

約締結時及びそれ以後も適宜把握せず外

部の事業者に委託した結果、委託先が個

人データを漏えいした場合 

② 個人データの取扱いに関して必要な安

全管理措置の内容を委託先に指示しなか

った結果、委託先が個人データを漏えい

した場合 

③ 再委託の条件に関する指示を委託先に

行わず、かつ委託先の個人データの取扱

状況の確認を怠り、委託先が個人データ

の処理を再委託した結果、当該再委託先

が個人データを漏えいした場合 

④ 契約の中に、委託元は委託先による再

委託の実施状況を把握することが盛り込

まれているにもかかわらず、委託先に対

して再委託に関する報告を求めるなどの

必要な措置を行わず、委託元の認知しな

い再委託が行われた結果、当該再委託先

が個人データを漏えいした場合  

〔参照条文等〕保護法第25条、通則ＧＬ3-4-4 
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を求め、かつ直接又は委託先を通じて定

期的に監査を実施する等により、委託先

が再委託先に対して本条の委託先の監督

を適切に果たすこと及び再委託先が保護

法第23条に基づく安全管理措置を講ずる

ことを十分に確認することが望ましい。

再委託先が再々委託を行う場合以降も、

再委託を行う場合と同様とする。 

（第三者提供の制限） 

第 13 条 正会員は、個人データの第三者（個

人データを提供しようとする正会員及び当

該個人データに係る本人のいずれにも該当

しないものをいい、自然人、法人その他の

団体を問わない。第 13 条の２から第 13 条

の６を除き、以下同じ。）への提供にあた

り、あらかじめ本人の同意を得ないで提供

してはならない。同意の取得にあたって

は、事業の規模及び性質、個人データの取

扱状況等に応じ、本人が同意に係る判断を

行うために必要と考えられる合理的かつ適

切な範囲の内容を明確に示さなければなら

ない。 

なお、あらかじめ、個人情報を第三者に

提供することを想定している場合には、利

用目的において、その旨を特定しなければ

ならない。 

ただし、次に掲げる場合には、第三者へ

の個人データの提供にあたって本人の同意

は不要である。 

 
（１）個人データを提供する場合の留意事項 

正会員が取得した個人データを第三者

に提供する場合には、あらかじめ本人の

同意を得ることが必要となるが、本人の

同意を得ることなく個人データを提供し

ようとするときは、次のいずれかに該当

するかどうかを確認し必要な対応をと

る。 

① 法令に基づく場合等の適用除外の場合

（第１項第１号から第５号） 

② オプトアウトによる場合（第２項） 

※ 機微（センシティブ）情報（本指針第

２条第１項第８号で規定されているも

の）、不正取得された個人データをオプ

トアウトにより提供することや、オプト

アウトにより提供を受けた個人データを

オプトアウトにより再提供することは認

められていないことに留意する。 

③ 委託の場合（第４項第１号） 

④ 合併等の事業承継の場合（第４項第２

号） 

⑤ 共同利用の場合（第４項第３号） 

第三者への提供の同意を得る際には、

原則として書面によることとし、当該書

面における記載を通じて、個人データの

提供先の第三者、提供先の第三者におけ

る利用目的及び第三者に提供される個人

データの項目を本人に認識させた上で同

意を得ることとする。本人の同意を得よ

うとする時点において、個人データの提

供先の第三者が特定できない場合には、

当該事項に代わる本人に参考となるべき

情報（例えば、提供先の第三者の範囲や

属性に関する情報）を本人に認識させた

上で、同意を得ることとする。 

（２）特定個人情報の第三者提供 

特定個人情報については、番号法で定

められた場合に限り第三者に提供するこ

とができる。正会員が特定個人情報を提

供できるのは、左記第１号～第５号に関

わらず、支払調書等に個人番号を記載し
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て税務署長に提出する場合等に限られ

る。 

また、個人番号には共同利用という考

え方はなく、第三者提供となることに留

意を要する。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、番号法第 15

条、第 19条、第 30条第２項、金融分野ＧＬ

第 12 条、番号法金融ＧＬ３-(2) 

（１）法令に基づく場合 

 

（３）「法令に基づく場合」の具体例（第１項

第１号） 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 国税通則法第74条の２から第74条の６

（税務当局が行う質問検査） 

② 国税通則法第131条（税務当局の行う犯

則事件の任意調査） 

③   刑事訴訟法第197条（捜査関係事項照

会） 

④ 犯罪収益移転防止法第８条第１項（疑

わしい取引の届出等） 

⑤ 民事訴訟法第223条（文書提出命令） 

⑥ 刑事訴訟法第218条第１項（令状による

差押え・捜索・検証） 

⑦ 所得税法第225条（支払調書及び支払通

知書） 

⑧ 地方税法第72条の63（個人の事業税に

係る総務省の職員の質問検査権） 

⑨ 国税徴収法第141条（質問及び検査） 

⑩ 租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法

律第10条の６（共通報告基準（CRS）に

基づく自動的情報交換制度に係る口座情

報の報告） 

⑪  金商法第56条の2、第210条、第211条

（報告の徴取及び検査、質問・検査・領

置等、臨検・捜索・差押等） 

⑫ 金商法第78条第２項、第78条の６及び

第78条の７ 

※ 金商法等に基づく自主規制機関等に

対する情報提供 

正会員が、金商法等に従って定めら

れた本協会の定款その他の規則の規定

に基づく本協会への報告・届出、本協

会の調査又は本協会の苦情相談・あっ

せん業務等、本協会の自主規制業務遂

行のために本協会に個人情報の提供を

行う場合 

⑬ 弁護士法第23条の２第２項（弁護士会

の照会） 

例えば裁判所等へ提出する証拠資料と

して必要となる場合 
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なお、当該法令に、第三者が個人情報

の提供を求めることができる旨の規定は

あるが、正当な事由に基づきそれに応じ

ないことができる場合には、当該法令の

趣旨に照らして目的外利用の必要性と合

理性が認められる範囲内で対応するよう

留意する。 

その場合、例えば弁護士会の照会があ

った場合の対応として、個人データを提

供することの必要性と合理性が認められ

る範囲であるか判断が困難な場合は、本

人の同意を得ることが望ましい。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

1 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき 

 

（４）「人の生命、身体又は財産保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき」の具体例

（第１項第２号） 

「人」には「法人」を含み、例えば、

次のようなものが該当する。 

① 暴力団、いわゆる総会屋、反社会的団

体又はその構成員等の違法行為に関する

情報、振り込め詐欺に利用された口座に

関する情報等を提供する場合 

② 反社会的勢力であることが疑われる顧

客について警察へ照会する場合 

③ 顧客等の急病に対処するため医療機関

へ情報提供する場合 

④ 強硬に意図的な業務妨害をする者につ

いて警察へ情報提供する場合 

⑤ 地震、災害等により本人が行方不明で

ある状況が継続している場合における当

該本人の家族へ財産開示する場合 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

1 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成

の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であ

るとき 

 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

1 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ること

により当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき 

 

（５）「国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ること

により当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき」の具体例（第１項第４

号） 

 例えば、次のようなものが該当する。 

① 税務当局が適正な課税実現の観点か

ら、個々の質問調査権によらずに行う任

意調査に応じる場合 
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（注）「協力する必要がある」か否かにつ

いては、正会員が個別に判断すること

となるが、税務当局から「有価証券取

引等の照会書」その他の書面を受け入

れ、対象となる個人情報を特定のうえ

提供することが望ましい。 

② 警察の任意調査に応じる場合 

③ 一般統計調査に回答する場合  

なお、任意の求めの趣旨に照らして目的

外利用の必要性と合理性が認められる範囲

内で対応するよう留意する。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

1 

（５）当該第三者が学術研究機関等である場

合 であって、当該第三者が当該個人デ

ータを学術研究目的で取り扱う必要があ

るとき（当該個人データを取り扱う目的

の一部が学術研究目的である場合を含

み、個人の権利利益を不当に侵害するお

それがある場合を除く。） 

〔参照条文等〕保護法第27条、通則ＧＬ3-6-1 

２ 正会員は、第三者に提供される個人デー

タについて、本人の求めに応じて当該本人

が識別される個人データの第三者への提供

を停止することとしている場合であって、

次に掲げる事項について、あらかじめ、本

人に通知し、又は本人が容易に知り得る状

態に置くとともに、個人情報保護委員会に

届け出たときは、前項にかかわらず、当該

個人データを第三者に提供することができ

る。 

また、正会員は、当該届出の内容を自ら

もインターネットの利用その他の適切な方

法により公表するものとする。 

なお、機微（センシティブ）情報や偽り

その他不正の手段により取得された個人デ

ータをオプトアウトにより第三者に提供す

ることや、オプトアウトにより提供を受け

た個人データ（その全部又は一部を複製

し、又は加工したものを含む。）をオプト

アウトにより再提供することはできない。 

（６）「通知」の方法の具体例（第２項） 

 例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知（原

則） 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信

し、又は書面を郵便等で送付することに

よる通知 

（７）「本人が容易に知り得る状態」について

（第２項） 

「本人が容易に知り得る状態」とは、

本人が知ろうと思えば、時間的にも、そ

の手段においても、容易に知り得ること

ができる状態をいう。このため、正会員

は、その業務の態様に応じて、例えば、

次のような方法により継続的な公表を行

う必要がある。 

① 店舗の窓口等での常時掲示・備付け 

② パンフレット・リーフレットの継続的

な配布 

③ ホームページへの常時掲載 

（注）複数の手段を用意することが望まし

い。 

（８）特定個人情報の第三者提供 

特定個人情報については、番号法で定

められた場合に限り第三者に提供するこ

とができる。正会員が特定個人情報を提

供できるのは、左記第２項の規定に関わ

らず、支払調書等に個人番号を記載して

税務署長に提出する場合等に限られる。 



 

 - 39 - 

個人情報の保護に関する指針 解 説 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、番号法第 19

条、通則ＧＬ2-14、3-6-2、番号法金融 GL

３-(2) 

（１）正会員の名称、住所及び代表者の氏名 〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

2 

（２）第三者への提供を利用目的とすること 〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

2 

（３）第三者に提供される個人データの項目 〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

2 

（４）第三者に提供される個人データの取得

の方法 

（９）取得元（取得源）と取得の方法の具体

例（第２項第４号） 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 新聞・雑誌・書籍・ウェブサイトの閲

覧による取得 

② 官公庁による公開情報からの取得 

〔参照条文等〕保護法第27条、通則ＧＬ3-6-2 

（５）第三者への提供の手段又は方法 

 

（10）「第三者への提供の方法」の具体例（第

２項第３号） 

例えば、次のようなものが該当する。 

① 書籍（電子書籍を含む。）として出版 

② インターネットに掲載 

③ プリントアウトして交付 

④ 各種通信手段による配信 

⑤ その他外部記録媒体の形式での交付 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

2 

（６）本人の求めに応じて当該本人が識別さ

れる個人データの第三者への提供を停止

すること 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

2 

 

（７）本人の求めを受け付ける方法 （11）「本人の求めを受け付ける方法」の具体

例（第２項第５号） 

① 郵送 

② メール送信 

③ ホームページ上の指定フォームへの入

力 

④ 営業所の窓口での受付 

⑤ 電話 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

2 

（８）第三者に提供される個人データの更新

の方法 

〔参照条文等〕施行規則11条、通則ＧＬ3-6-2 

（９）当該届出に係る個人データの更新の第

三者への提供を開始する予定日 

（12）新規の届出の場合には、オプトアウト

による第三者提供を開始する予定日を記

入する。変更届の場合には、変更届に基

づいて第三者提供を開始する予定日を記

入する。 

〔参照条文等〕施行規則第11条、通則ＧＬ3-

6-2 
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３ 正会員は、前項第１号に掲げる事項に変

更があったとき又は同項の規定による個人

データの提供をやめたときは遅滞なく、同

項第３号から第５号まで、第７号又は第８

号に掲げる事項を変更しようとするときは

あらかじめ、その旨について、本人に通知

し、又は本人が容易に知り得る状態に置く

とともに、個人情報保護委員会に届け出な

ければならない。 

なお、正会員は、本項に従い、必要な事

項を個人情報保護委員会に届け出たとき

は、その内容を自らも公表するものとす

る。 

（13）「通知」及び「本人が容易に知り得る状

態」の方法の具体例（第３項） 

上記（６）及び（７）と同様の方法 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ2-

14、3-6-2 

 

４ 次に掲げる場合において、当該個人デー

タの提供を受ける者は、第三者に該当しな

い。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

3 

 

（１）正会員が、利用目的の達成に必要な範

囲内において個人データの取扱いの全部

又は一部を委託することに伴って当該個

人データが提供される場合 

（14）「利用目的の達成に必要な範囲内におい

て個人データの取扱いの全部又は一部を

委託することに伴って当該個人データが

提供される場合」の具体例（第４項第１

号） 

例えば、次のような場合が該当する。 

① 顧客データを提供し、入力作業を委託

するケース 

② 顧客データを提供し、書類の発送を委

託するケース 

③ 事務処理のアウトソース 

④ 顧客データ保管・廃棄のアウトソース 

（注）委託先は、委託された業務の範囲内

でのみ、本人との関係において提供主体

である個人情報取扱事業者と一体のもの

として取り扱われることに合理性がある

ため、委託された業務以外に当該個人デ

ータを取り扱うことはできない。 

（注）正会員は、第12条により、委託先に

対し必要かつ適切な監督を行わなければ

ならないことに留意する。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

3 

 （15）金融商品仲介業務 

正会員と金融商品仲介業者との間の金

融商品仲介業務に関して取得した個人デ

ータの授受については、「本人の同意を得

る方法」、「委託の場合」又は 「共同利用

の場合」と整理することが可能であり、

それぞれに応じ所要の対応をとる必要が

ある。 

個人番号については、「本人の同意を得

る方法」、及び「共同利用の場合」と整理

することはできず、「委託の場合」と整理
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し（金融商品仲介業務も委託の一形態と

考えられます）、第三者提供となることに

留意が必要である。 

なお、金融商品仲介業者が、個人番号

を利用しない場合であっても、顧客から

個人番号が記載された書類（封緘されて

いても「個人番号関係書類在中」の表記

があるなど個人番号が記載された書類が

入っていることが明らかな封書等を含

む。）を預かり、委託元正会員に移送する

業務を行う場合は、番号法の委託に該当

することに留意する。 

（２）合併その他の事由による事業の承継に

伴って個人データが提供される場合（事

業の承継後も、個人データが当該事業の

承継により提供される前の利用目的の範

囲内で利用する場合に限る。） 

 

（16）「合併その他の事由による事業の承継に

伴って個人データが提供される場合」の

具体例（第４項第２号） 

合併のほか、事業譲渡、事業の現物出

資、会社分割等、通常、事業に関する顧

客情報等の個人データも一体的に承継さ

れる事業の承継が該当する。 

なお、事業の承継のための契約を締結

するより前の交渉段階で、相手会社から

自社の調査を受け、自社の個人データを

相手方へ提供する場合も、あらかじめ本

人の同意を得ることなく又は第三者提供

におけるオプトアウト手続を行うことな

く、個人データを提供することができる

が、当該データの利用目的及び取扱方

法、漏えい等が発生した場合の措置、事

業承継の交渉が不調となった場合の措置

等、相手会社に安全管理措置を遵守させ

るために必要な契約を締結しなければな

らない。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

3 

（３）特定の者との間で共同して利用される

個人データが当該特定の者に提供される

場合であって、その旨並びに共同して利

用される個人データの項目、共同して利

用する者の範囲、利用する者の利用目的

並びに当該個人データの管理について責

任を有する者（共同して利用する者にお

いて、第一次的に苦情を受け付け、その

処理を行うとともに、開示、訂正等及び

利用停止等の決定を行い、安全管理に責

任を有する者をいう。第６項において

「管理責任者」という。）の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては、その

代表者の氏名について、あらかじめ、本

人に通知し、又は本人が容易に知り得る

状態に置いているとき 

（17）「共同利用」の具体例（第４項第３号） 

① グループ企業で総合的なサービスを提供

するために取得時の利用目的の範囲内で情

報を共同利用する場合 

② 親子兄弟会社の間で取得時の利用目的の

範囲内で個人データを共同利用する場合 

なお、共同利用の対象となる個人データ

の提供については、必ずしも全ての共同利

用者が双方向で行う必要はない。 

ただし、共同利用については、金融商品

取引業等に関する内閣府令第153条第１項第

７号及び第154条第１項第４号に規定する非

公開情報の提供の制限に留意すること。以

下同じ。 

また、既に特定の事業者が取得している

個人データを他の事業者と共同して利用す

る場合には、当該共同利用は、社会通念
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上、共同して利用する者の範囲や利用目的

等が当該個人データの本人が通常予期し得

ると客観的に認められる範囲内である必要

がある。その上で、当該個人データの内容

や性質等に応じて共同利用の是非を判断

し、既に取得している事業者が保護法第17

条第１項の規定により特定した利用目的の

範囲で共同利用しなければならない。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-3 

（18）「通知」及び「本人が容易に知り得る状

態」の方法の具体例（第４項第３号） 

上記（６）及び（７）と同様の方法 

〔参照条文等〕保護法第 27条、通則ＧＬ2－14、

3-6-2 

（19）個人番号については、共同利用という考

え方はなく第三者提供に該当し、法令で認

められた場合に限られることに留意を要す

る。 

〔参照条文等〕番号法第 30 条第２項、番号法金

融ＧＬ3-(2) 

５ 正会員が前項第３号の規定により行う通

知については、原則として書面によること

とする。正会員による「共同して利用する

者の範囲」の通知等については、共同利用

者を個別列挙するよう努めなければならな

い。 

（20）共同利用者の範囲について（第５項） 

① 共同利用者を個別列挙することが望ま

しいが、個別に列挙しない場合は、本人

から見て、共同して利用する者の範囲の

外延を明確にするため、例えば、「当社及

び有価証券報告書等に記載されている連

結対象会社及び持分法適用会社」という

ように記載する。 

② 上記①の場合においては、ホームペー

ジに共同利用者名を記載する等により、

共同利用者の範囲を分かりやすく示すこ

とが考えられる。 

（21）正会員が共同利用を実施する場合に

は、共同利用者における責任等を明確に

し円滑に実施する観点から、前項の情報

のほか、例えば、次に係る事項について

もあらかじめ取り決めておくことが望ま

しい。 

① 共同利用者の要件（グループ会社であ

ること、特定のキャンペーン事業の一員

であること等、共同利用による事業遂行

上の一定の枠組み） 

② 各共同利用者の個人情報取扱責任者、

問合せ担当者及び連絡先 

③ 共同利用する個人データの取扱いに関

する事項 

イ 個人データの漏えい等防止に関する

事項 

ロ 目的外の加工、利用、複写、複製等

の禁止 

ハ 共同利用終了後のデータの返還、消
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去、廃棄に関する事項 

④ 共同利用する個人データの取扱いに関

する取決めが遵守されなかった場合の措

置 

⑤ 共同利用する個人データに関する事

件・事故が発生した場合の報告・連絡に

関する事項 

⑥ 共同利用を終了する際の手続 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

3 

６ 正会員は、第４項第３号に規定する管理

責任者の氏名、名称若しくは住所又は法人

にあっては、その代表者の氏名に変更があ

ったときは遅滞なく、同号に規定する利用

する者の利用目的又は当該管理責任者を変

更しようとするときは、あらかじめ、その

旨について、本人に通知し、又は本人が容

易に知り得る状態に置かなければならな

い。 

 

（22）「通知」及び「本人が容易に知り得る状

態」の方法の具体例（第６項） 

上記（６）及び（７）と同様の方法 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ2-

14、3-6-2 

（23）「共同利用する者の利用目的」について

は、社会通念上、本人が通常予期し得る

限度と客観的に認められる範囲内で変更

することができる。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

3 

（24）「共同して利用される個人データの項

目」及び「共同して利用する者の範囲」

について変更することは、原則認められ

ていないが、例えば次に掲げる場合に

は、変更したうえで、共同利用ができ

る。 

① 共同利用を行う個人データの項目や事

業者の変更につき、あらかじめ本人の同

意を得た場合 

② 共同利用を行う事業者の名称に変更が

あるが、共同して利用される個人データ

の項目に変更がない場合 

③ 共同利用を行う事業者について事業の

承継が行われた場合。 

ただし、共同利用する個人データの項

目等の変更がないことが前提であること

に留意する。 

〔参照条文等〕保護法第 27 条、通則ＧＬ3-6-

3 

（外国にある第三者への提供の制限） 

第13条の２ 正会員は、外国（本邦の域外に

ある国又は地域をいう。以下同じ。）（個

人の権利利益を保護する上で我が国と同等

の水準にあると認められる個人情報の保護

に関する制度を有している国として施行規

則で定めるものを除く。以下、この条、次

条及び第13条の５第１項第２号において同

じ。）にある第三者（個人データの取扱い

について個人情報取扱事業者が講ずべきこ

 
個人データの第三者への提供に関しては、

保護法第28条により「外国」から除かれる場

合、又は（２）若しくは（３）により「第三

者」に該当しない場合には、「外国にある第三

者への個人データの提供を認める旨の本人の

同意」を得る必要はないが、そうでない場合

には、当該同意が必要となる。 

外国にある第三者への提供となる場合は、

保護法第27条第１項各号に該当しない限り、
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ととされている措置に相当する措置（以下

「相当措置」という。）を継続的に講ずる

ために必要なものとして施行規則で定める

基準に適合する体制を整備している者を除

く。以下、この項から第４項まで及び第13

条の５第１項第２号において同じ。）に個

人データを提供する場合には、前条第１項

各号に定める場合を除くほか、あらかじめ

外国にある第三者への提供を認める旨の本

人の同意を得なければならない。この場合

においては、前条の規定は適用しない。 

外国にある第三者への提供についての本人の

同意が必要となることに注意のこと。すなわ

ち、委託、事業承継又は共同利用（保護法第

27条第５項各号に掲げる場合）であっても、

国内にある第三者への提供と異なり、本人の

同意が必要となる。 

（１）「外国」から除かれる「国」について 

保護法第28条に定める個人の権利利益を

保護する上で我が国と同等の水準にあると

認められる個人情報保護に関する制度を有

している外国として、施行規則第15条に基

づき平成31年個人情報保護委員会告示第１

号に定められた国（※）が該当する。 

※ 次に掲げる欧州経済領域協定に規定さ

れた国及び英国 

※ 欧州経済領域協定に規定された次に掲

げる国が、令和２年２月14日以降に変更

された場合、速やかに対応することが求

められる。 

アイスランド、アイルランド、イタリ

ア、エストニア、オーストリア、オラン

ダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、

スウェーデン、スペイン、スロバキア、

スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイ

ツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンラ

ンド、フランス、ブルガリア、ベルギ

ー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、

ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタ

イン、ルーマニア及びルクセンブルク 

（２）「第三者」の考え方について 

一般に「第三者」とは、個人データを提

供する個人情報取扱事業者と当該個人デー

タによって識別される本人以外の者のこと

である。 

【具体例】 

① 個人データを提供する者及び提供を受

ける者双方が法人の場合、両者の法人格

が同一であれば、「第三者」に該当しな

い。 

・ 日本企業が、外国の法人格を取得し

ている当該企業の現地子会社に個人デ

ータを提供する場合は「外国にある第

三者」に該当する。 

・ 外資系企業の日本法人が外国にある

親会社に個人データを提供する場合は

「外国にある第三者」に該当する。 

・ 日本企業が、当該企業の現地の営業

所、支店など同一法人格内で個人デー

タを提供する場合は「外国にある第三

者」に該当しない。 
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② 個人データの提供先が外国法人であっ

ても、当該外国法人が日本国内に営業所

を設置している場合など、日本国内で

「個人情報データベース等」を事業の用

に供していると認められるときは、「外国

にある第三者」に該当しない。 

・ 日系企業の東京本店が外資系企業の

東京支店に個人データを提供する場合

は「外国にある第三者」に該当しな

い。 

（３）「個人情報取扱事業者が講ずべき措置に

相当する措置を継続的に講ずるために必

要なものとして定められる基準に適合す

る体制を整備している者」として、「第三

者」から除かれる者について 

個人データの取扱いについて個人情報

取扱事業者が講ずべきこととされている

措置に相当する措置を継続的に講ずるた

めに必要なものとして基準に適合する体

制を整備している者については、本条に

定める本人の同意は不要となる。 

以下①又は②に該当する場合は、当該

体制を整備している者と認められる。 

① 正会員と個人データの提供を受ける者

との間で、当該提供を受ける者における

当該個人データの取扱いについて、適切

かつ合理的な方法により、保護法第４章

第２節の規定の趣旨に沿った措置の実施

が確保されていること。 

【「保護法第４章第２節の規定の趣旨に沿

った措置」のために備えるべき内容】 

保護法第17条から第40条まで（ただ

し、保護法第20条第２項、第27条第２項

及び第３項、第29条、第30条、第31条、

第33条第５項、第32条及び第36条から第

38条までのうち第三者提供記録の開示に

関連する手続等、第39条は除く。） 

【上記内容を備えている「国際的な枠組

み」の具体例（参考）】 

・ＯＥＣＤプライバシーガイドライン 

・ＡＰＥＣプライバシーフレームワーク 

【「適切かつ合理的な方法」について】 

「適切かつ合理的な方法」は、個々の

事例ごとに判断されるべきであるが、個

人データの提供先である外国にある第三

者が、わが国の個人情報取扱事業者が講

ずべきこととされている措置に相当する

措置を継続的に講ずることを担保するこ

とができる方法である必要がある。例え

ば、次の事例が該当する。 
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・ 外国にある事業者に個人データの取扱

いを委託する場合には、提供元及び提供

先間の契約、確認書、覚書等 

・ 同一の企業グループ内で個人データを

移転する場合には、提供元及び提供先に

適用される内規、プライバシーポリシー

等 

② 個人データの提供を受ける者が、個人

情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基

づく認定を受けていること。 

【「国際的な枠組み」に基づく認証制度の

具体例】 

・ＡＰＥＣ越境プライバシールール（Ｃ

ＢＰＲ）システム 

なお、提供元の正会員がＣＢＰＲの

認証を取得しており、提供先の「外国

にある第三者」が当該正会員に代わっ

て個人情報を取り扱う者である場合に

は、当該正会員がＣＢＰＲの取得要件

を充たすことも、「適切かつ合理的な方

法」の一つであると解される。 

〔参照条文等〕保護法第 28 条、施行規則第 15

条、第 16 条、通則ＧＬ3-6-4、外国ＧＬ 

２ 正会員は、前項の規定により本人の同意

を得ようとする場合には、あらかじめ、次

に掲げる情報を当該本人に提供しなければ

ならない。ただし、第３号に掲げる情報の

提供ができない場合には、その旨及びその

理由について情報提供しなければならな

い。 

（１）当該外国の名称 

（２）適切かつ合理的な方法により得られた

当該外国における個人情報の保護に関す

る制度に関する情報 

（３）当該第三者が講ずる個人情報の保護の

ための措置に関する情報 

（４）個人データの提供先の第三者 

（５）提供先の第三者における利用目的 

（６）第三者に提供される個人データの項目 

３ 前項の規定にかかわらず、正会員は、第

１項の規定により本人の同意を得ようとす

る時点において、提供先の第三者が所在す

る外国を特定できない場合には、次に掲げ

る情報を当該本人に提供しなければならな

い。ただし、第２号に掲げる情報の提供

は、当該情報の提供が可能である場合に限

る。 

（１）特定できない旨及びその具体的な理由

（提供先が定まる前に本人同意を得る必

要性を含む。） 

（４）適用関係 

第２項及び第３項の規定は、正会員が

令和４年４月１日以後に本人の同意を得

る場合について適用される。 

（５）外国にある第三者への提供の同意を

得る際には、原則として書面によるこ

ととし、当該書面における記載を通じ

て、左記の情報を本人に認識させた上

で、同意を得ることとする。なお、同

意を得ようとする時点において、「４ 個

人データの提供先の第三者」が特定で

きない場合には、本人に参考となるべ

き情報（例えば、提供先の第三者の範

囲や属性に関する情報）を本人に認識

させた上で同意を得ることとする。 

（６）情報提供の方法の具体例 

・ 必要な情報を電子メールにより本

人に送付する方法 

・ 必要な情報を記載した書面を本人に

直接交付する方法 

・ 必要な情報を本人に口頭で説明する

方法 

・ 必要な情報をホームページに掲載

し、本人に閲覧させる方法 

（７）適切かつ合理的な方法」の具体例 

・ 提供先の外国にある第三者に対し



 

 - 47 - 

個人情報の保護に関する指針 解 説 

（２）提供先の第三者が所在する外国の名称

に代わる本人に参考となるべき情報 

４ 正会員は前項に規定する場合において、

事後的に提供先の第三者が所在する外国が

特定できたときには、本人の求めに応じて

第２項第１号及び第２号に掲げる事項につ

いて情報を提供することとし、事後的に提

供先の第三者が講ずる個人情報の保護のた

めの措置についての情報提供が可能となっ

たときには、本人の求めに応じて、同項３

号に掲げる事項について、情報を当該情報

を本人に提供しなければならない。また、

このような情報提供の求めが可能である旨

の同意を得る際の書面における記載を通じ

て本人に認識させるとともに、第23条に定

める「個人情報保護宣言」に記載の上、イ

ンターネットのホームページへの常時掲載

又は事務所の窓口等での掲示・備付け等に

より、公表しなければならない。ただし、

本人から情報提供の求めがあった場合であ

っても、情報提供することにより正会員の

業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすお

それがある場合等は、情報の全部又は一部

について情報提供しないことができる。そ

の場合、正会員は、本人に対し、遅滞なく

その旨を通知するとともに、その理由を説

明しなければならない。 

て照会する方法 

・  我が国又は外国の行政機関等が公

表している情報を確認する方法 

（８）「当該外国における個人情報の保護に

関する制度に関する情報」について 

提供先の第三者が所在する外国にお

ける個人情報の保護に関する制度と我

が国の保護法との間の本質的な差異を

本人が合理的に認識できる情報でなけ

ればならず、具体的には次の観点を踏

まえる必要がある。 

① 当該外国における個人情報の保護に

関する制度の有無（※１） 

② 当該外国の個人情報の保護に関する

制度についての指標となり得る情報の

存在（※２） 

③ OECDプライバシーガイドライン８原

則に対応する事業者の義務又は本人の

権利の不存在（※３） 

④ その他本人の権利利益に重大な影響

を及ぼす可能性のある制度の存在（※

４） 

（※１）提供先の第三者が所在する外国に

おいて、個人情報の保護に関する制度が

存在する場合には、当該制度に係る法令

の個別の名称を本人に情報提供すること

は求められないが、本人の求めがあった

場合に情報提供できるようにしておくこ

とが望ましい。 

（※２）当該指標となり得る情報の提供を

行う場合、当該指標となり得る情報が個

人データの越境移転に伴うリスクとの関

係でどのような意味を持つかについて

も、本人に情報提供することが望まし

い。 

【「当該外国の個人情報の保護に関する制度

についての指標となり得る情報」の具体

例】 

・ 当該第三者が所在する外国がGDPR第45

条に基づく十分性認定の取得国である

こと 

・ 当該第三者が所在する外国がAPECの

CBPRシステムの加盟国であること 

（※３）OECDプライバシーガイドライン

は、①収集制限の原則、②データ内容の

原則、③目的明確化の原則、④利用制限

の原則、⑤安全保護措置の原則、⑥公開

の原則、⑦個人参加の原則、⑧責任の原
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則の８原則を基本原則として定めてい

る。なお、OECDプライバシーガイドライ

ン８原則に対応する事業者の義務又は本

人の権利が全て含まれる場合には、その

旨を本人に情報提供すれば足りる。 

（※４）提供先の第三者が所在する外国に

おいて、我が国の制度と比較して、当該

外国へ の個人データの越境移転に伴い当

該個人データに係る本人の権利利益に重

大な影響を及ぼす可能性のある制度が存

在する場合には、当該制度の存在につい

て本人に情報提供しなければならない。 

【④の「本人の権利利益に重大な影響を及

ぼす可能性のある制度」の具体例】 

・ 事業者に対し政府の情報収集活動へ

の広範な協力義務を課すことにより、

事業者が保有する個人情報について政

府による広範な情報収集が可能となる

制度（※） 

・ 事業者が本人からの消去等の請求に

対応できないおそれがある個人情報の

国内保存義務に係る制度 

（※）例えば、OECD「民間部門が保有

する個人データに対するガバメントア

クセスに関する宣言」（2022年）を参照

し、当該制度の該当性を判断すること

が考えられる。 

（９）「当該第三者が講ずる個人情報の保護

のための措置に関する情報」について 

当該外国にある第三者が講ずる個人

情報の保護に関する措置と我が国の保

護法により個人データの取扱いについ

て個人情報取扱事業者に求められる措

置の内容について、本人が合理的に認

識できる情報でなければならない。具

体的には、提供先の外国にある第三者

が、OECDプライバシーガイドライン８

原則に対応する措置（本人の権利に基

づく請求への対応に関する措置を含

む。）を講じていない場合には、当該講

じていない措置の内容について、本人

が合理的に認識できる情報が提供され

なければならない。なお、提供先の外

国にある第三者が、OECDプライバシー

ガイドライン８原則に対応する措置を

全て講じているときは、その旨を本人

に情報提供すれば足りる。また、事後

的に当該情報についての情報提供が可
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能となった場合には、本人の求めに応

じて情報提供することが望ましい。 

（10）「提供先の第三者が所在する外国を特

定できない場合」とは、例えば、外国

証券取引口座を開設する顧客につい

て、どの外国当局・保管機関等から当

該顧客の個人データの提供要請を受け

るかを予め特定することができないこ

とから、正会員が「外国証券取引口座

約款」（参考様式）において、口座開設

時点で外国にある第三者への提供の同

意を予め包括的に得ている場合が該当

する。 

（11）「提供先の第三者が所在する外国の名

称に代わる本人に参考となるべき情

報」とは、例えば、移転先の外国の範

囲が具体的に定まっている場合におけ

る当該範囲に関する情報が該当する。

（10）の場合には、例えば、自社が取

り扱う外国証券の発行国等を記載す

る。 

（12）「事後的に提供先の第三者が所在する

外国が特定できた場合」には、本人の

求めに応じて第２項第１号から３号ま

でに掲げる情報を本人に提供する。ま

た、事後的に特定できた外国の名称を

インターネットのホームページへの掲

載等により、公表するとともに、定期

的に更新することが望ましい。 

（13）情報提供により正会員の業務の適正

な実施に著しい支障を及ぼすおそれが

ある場合の具体例については、外国Ｇ

Ｌ6-2-2（提供すべき情報）を参照す

る。 

〔参照条文等〕保護法第28条、施行規則第

17条、通則ＧＬ3-6-4、外国ＧＬ、金融分

野ＧＬ第13条 

５ 正会員は、個人データを外国にある第三

者（第１項に規定する体制を整備している

者に限る。以下この項から第７項までにお

いて同じ。） に提供する場合には、当該提

供の時点で、当該第三者による相当措置の

実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国

の制度の有無及び内容、当該制度がある場

合においては、当該第三者による相当措置

の実施の確保の可否を、適切かつ合理的な

方法により、確認しなければならない。 

６ 正会員は前項の規定により、第三者に個

（14）適用関係 

第５項の規定は、正会員が令和４年４

月１日以後に同項に規定する外国にある

第三者に個人データを提供した場合につ

いて適用される。 

（15）相当措置の実施に影響を及ぼすおそ

れのある制度の具体例 

・ 事業者に対し政府の情報収集活動へ

の広範な協力義務を課すことにより、

事業者が保有する個人情報について政
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人データを提供した場合、当該第三者によ

る相当措置の継続的な実施を確保するため

に必要な措置として、次の措置を講じなけ

ればならない。 

（１）当該第三者による相当措置の実施状況

並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼ

すおそれのある当該外国の制度の有無及

びその内容を、適切かつ合理的な方法に

より、定期的に確認すること 

（２）当該第三者による相当措置の実施に支

障が生じたときは、必要かつ適切な措置

を講ずるとともに、当該相当措置の継続

的な実施の確保が困難となったときは、

個人データの当該第三者への提供を停止

すること 

７ 正会員は、第５項の規定により第三者に

個人データを提供した場合、本人の求めを

受けたときは、遅滞なく、次に掲げる情報

を本人に提供しなければならない。また、

このような情報提供の求めが可能である旨

を、第23条に定める「個人情報保護宣言」

に記載の上、インターネットのホームペー

ジへの常時掲載又は事務所の窓口等での掲

示・備付け等により、公表しなければなら

ない。ただし、情報提供することにより当

該正会員の業務の適正な実施に著しい支障

を及ぼすおそれがある場合は、その全部又

は一部を提供しないことができる。その場

合、正会員は、本人に対し、遅滞なくその

旨を通知するとともに、その理由を説明し

なければならない。 

（１）外国にある第三者が第１項に規定する

体制を整備する方法 

（２）外国にある第三者が実施する相当措置

の概要 

（３）外国にある第三者による相当措置の実

施状況並びに当該相当措置の実施に影響

を及ぼすおそれのある制度の有無及びそ

の内容の確認に関して、その方法及び頻

度 

（４）当該外国の名称 

（５）外国にある第三者による相当措置の実

施に影響を及ぼすおそれのある当該外国

の制度の有無及びその概要 

（６）外国にある第三者による相当措置の実

施に関する支障の有無及びその概要 

（７）外国にある第三者による相当措置の実

施に 支障が生じた場合において、当該支

障の解消・改善のために提供元の正会員

が講ずる措置の概要 

府による広範な情報収集が可能となる

制度（※） 

（※）例えば、OECD「民間部門が保有

する個人データに対するガバメントア

クセスに関する宣言」（2022年）を参照

し、当該制度の該当性を判断すること

が考えられる。 

・ 事業者が本人からの消去等の請求に

対応できないおそれがある個人情報の

国内保存義務に係る制度 

（16）「定期的に確認」とは、年に１回程度

又はそれ以上の頻度で確認することを

いう。また、相当措置の実施状況は、

外国にある第三者に提供する個人デー

タの規模及び性質並びに個人データの

取扱状況等に起因するリスクに応じ

て、個人データを取り扱う場所に赴く

方法又は書面により報告を受ける方法

により確認する。 

（17）正会員は、第三者に個人データを提

供した場合、提供先の第三者が所在す

る外国の名称をインターネットのホー

ムページへの掲載等により、公表する

とともに、定期的に更新することが望

ましい。 

〔参照条文等〕保護法第28条、施行規則第

18条、通則ＧＬ3-6-4、外国ＧＬ、金融分

野ＧＬ第13条 
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（第三者提供に係る記録の作成等） 

第13条の３ 正会員は、第三者（保護法第16

条第２項各号に掲げる者を除く。本条から

第13条の５まで同じ。）に個人データを提

供した場合には、個人データを提供した年

月日、当該第三者の氏名または名称その他

の施行規則で定める事項に関する記録を作

成しなければならない。 

ただし、国内にある第三者への提供にお

いては、次の第１号から第８号に該当する

場合、記録の作成を要しないものとする。 

また、外国にある第三者への提供におい

ては、次の第１号から第５号に該当する場

合、また、当該第三者が施行規則で定める

基準を満たしているものであって、保護法

第27条第５項各号に掲げる場合、記録の作

成を要しないものとする。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき 

（３） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成

の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であ

るとき 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ること

により当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき 

（５）当該第三者が学術研究機関等である場

合であって、当該第三者が当該個人デー

タを学術研究目的で取り扱う必要がある

とき（当該個人データを取り扱う目的の

一部が学術研究目的である場合を含み、

個人の権利利益を不当に侵害するおそれ

がある場合を除く。）。 

（６）正会員が利用目的の達成に必要な範囲

内において個人データ取扱いの全部又は

一部を委託することに伴って当該個人デ

ータが提供される場合 

（７）合併その他の事由による事業の承継に

伴って個人データが提供される場合 

（８）特定の者との間で共同して利用される

個人データが当該特定の者に提供される

場合であって、その旨並びに共同して利

用される個人データの項目、共同して利

用する者の範囲、利用する者の利用目的

及び当該個人データの管理について責任

 
（１）本条において「第三者」からは、次に

該当する者は除かれる。 

① 国の機関 

② 地方公共団体 

③ 独立行政法人等 

④ 地方独立行政法人 

（２）保護法第27条第２項の規定により、オ

プトアウトによって、第三者に個人デー

タを提供した場合には、次の項目につい

ての記録を作成すること。 

① 当該個人データを提供した年月日 

② 当該第三者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては、その代表者（法人

でない団体で代表者又は管理人の定めの

あるものにあっては、その代表者又は管

理人）の氏名（不特定かつ多数の者に対

して提供したときは、その旨） 

③ 当該個人データによって識別される本

人の氏名その他の当該本人を特定するに

足りる事項 

④ 当該個人データの項目 

（３）保護法第27条第１項又は第28条第１項

の規定により、第三者に個人データを提

供した場合には、次の項目についての記

録を作成すること（都度本人の同意を得

る場合 ※第三者が国内にあっても外国

にあっても同じ）。 

① 保護法第27条第１項又は第28条第１項

の本人の同意を得ている旨 

② 当該第三者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては、その代表者（法人

でない団体で代表者又は管理人の定めの

あるものにあっては、その代表者又は管

理人）の氏名（不特定かつ多数の者に対

して提供したときは、その旨） 

③ 当該個人データによって識別される本

人の氏名その他の当該本人を特定するに

足りる事項 

④ 当該個人データの項目 

（４）第三者に個人データを提供した場合に

は文書、電磁的記録又はマイクロフィル

ムにより記録を作成すること。 

（５）実質的に「提供者」による提供ではな

いものには記録義務は適用されない。次

に掲げる場合が該当する。 

① 本人による提供 

ＳＮＳ等により投稿者本人が入力した

内容 

② 本人に代わって提供 
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を有する者の氏名又は名称について、あ

らかじめ、本人に通知し、又は本人が容

易に知り得る状態に置いているとき 

イ 顧客から電話で取引内容の照会を受

けたため、担当者の氏名、連絡先等を

案内する場合 

ロ 親子兄弟会社間での協働事業におけ

る顧客紹介の場合で、当該顧客から口

座開設や注文発注などの申込み事実が

あり、かつ、当該申込に際して当該顧

客から親子兄弟会社間で授受される情

報の内容、提供先等を認識し、当該提

供を具体的に特定できていると考えら

れる場合 

ハ 顧客から知人の紹介として個人デー

タの提供を受ける場合 

（６）実質的に「受領者」に対する提供では

ないものには記録義務は適用されない。

次に掲げる場合が該当する。 

① 本人の代理人又は家族等、本人と一体

と評価できる関係にある者に提供する場

合 

   例えば、金融機関の営業員が、家族と

共に来店した顧客に対して、保有金融商

品の損益状況を説明する場合をいう。 

② 提供者が、最終的に本人に提供するこ

とを意図した上で、受領者を介在して第

三者提供を行い、本人がそれを明確に認

識できる場合 

（７）「提供」行為の考え方について 

   不特定多数の者が取得できる公開情報

は、本来であれば受領者も自ら取得でき

る情報であり、それをあえて提供者から

受領者に提供する行為は、受領者による

取得行為を提供者が代行しているもので

あることから、実質的に確認・記録義務

を課すべき第三者提供には該当せず、同

義務は適用されない。 

例えば、ホームページ等で公表されて

いる情報、報道機関により報道されてい

る情報等が該当する。ただし、特定の者

のみアクセスできる情報、提供者の業務

上取得し得た非公開の情報等を除く。 

また、個人データを公開に供する行為

は、提供者として記録の作成が必要とな

る。 

※ いわゆる公開情報であっても、「個

人情報」に該当するため、確認・記録

義務以外の規定は適用されることに留

意すること。 

〔参照条文等〕保護法第 29 条、施行規則第 19

条、第 20 条、確認記録ＧＬ 
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（第三者提供を受ける際の確認等） 

第 13 条の４ 正会員は、第三者から個人デー

タの提供を受けるに際し、次に掲げる場合

を除き、当該第三者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあってはその代表者（法人

でない団体で代表者又は管理人の定めのあ

るものにあってはその代表者又は管理人）

の氏名、当該第三者による当該個人データ

の取得の経緯の確認を行い、保護法第 30 条

第３項に定める事項に関する記録を作成し

なければならない。 

ただし、実質的に「提供者」による提供

ではないものについては、確認・記録義務

は適用されない。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成

の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であ

るとき 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ること

により当該事務の遂行に支障を及ぼすお

それがあるとき 

（５）当該第三者が学術研究機関等である場

合であって、当該個人データの提供が学

術研究の成果の公表又は教授のためやむ

を得ないとき（個人の権利利益を不当に

侵害するおそれがある場合を除く。） 

（６）当該第三者が学術研究機関等である場

合であって、当該個人データを学術研究

目的で提供する必要があるとき（当該個

人データを提供する目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、個人の権利利

益を不当に侵害するおそれがある場合を

除く。）（当該学術研究機関等と正会員

が共同して学術研究を行う場合に限

る。） 

（７）正会員が利用目的の達成に必要な範囲

内において個人データ取扱いの全部又は

一部を委託することに伴って当該個人デ

ータが提供される場合 

（８）合併その他の事由による事業の承継に

伴って個人データが提供される場合 

（９）特定の者との間で共同して利用される

個人データが当該特定の者に提供される

 
（１）本条における「第三者」の考え方は、

第13条の３の考え方に同じ。 

（２）「当該第三者による個人データの取得の

経緯」の考え方について 

提供を受けようとする個人データが適法

に入手されたものではないと疑われる場合

に、当該個人データの利用・流通を未然に

防止する趣旨で、取得の経緯に係る確認が

求められており、例えば、次に掲げる内容

の確認をいう。 

① 取得先の別 

（顧客としての本人、従業員としての

本人、他の個人情報取扱事業者、家族・

友人等の私人、いわゆる公開情報等） 

② 取得行為の態様 

（本人から直接取得したか、有償で取

得したか、いわゆる公開情報から取得し

たか、紹介により取得したか、私人とし

て取得したものか等） 

なお、親子兄弟会社間において顧客よ

り受け入れた「情報共有同意書」は、取

得の経緯が通常分かるものであることか

ら利用することは可能である。 

（３）第三者から個人データの提供を受けた

場合は、次の項目についての記録を作成

すること。 

① 個人情報取扱事業者からオプトアウト

により個人データの第三者提供を受けた

場合 

イ 当該個人データの提供を受けた年月

日 

ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者

（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものにあっては、その代

表者又は管理人）の氏名 

ハ 当該第三者による当該個人データの

取得の経緯 

ニ 当該個人データによって識別される

本人の氏名その他の当該本人を特定す

るに足りる事項 

ホ 当該個人データの項目 

へ  個人情報保護委員会により公表され

ている旨 

 ② 個人情報取扱事業者から都度の本人の

同意により個人データの第三者提供を受

けた場合 

イ 保護法第27条第１項又は第28条第１

項の本人の同意を得ている旨 
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場合であって、その旨並びに共同して利

用される個人データの項目、共同して利

用する者の範囲、利用する者の利用目的

及び当該個人データの管理について責任

を有する者の氏名又は名称について、あ

らかじめ、本人に通知し、又は本人が容

易に知り得る状態に置いているとき 

ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者

（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものにあっては、その代

表者又は管理人）の氏名 

ハ 当該第三者による当該個人データの

取得の経緯 

ニ 当該個人データによって識別される

本人の氏名その他の当該本人を特定す

るに足りる事項 

ホ 当該個人データの項目 

③ 個人関連情報取扱事業者から保護法第

31条第１項の規定による個人関連情報の

提供を受けて個人データとして取得した

場合 

イ 保護法第31条第１項第１号の本人の

同意が得られている旨及び外国にある

個人情報 取扱事業者にあっては、同項

第２号の規定による情報の提供が行わ

れている旨 

ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者

（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものにあっては、その代

表者又は管理人）の氏名 

ハ 当該個人データによって識別される

本人の氏名その他の当該本人を特定す

るに足りる事項 

ニ 当該個人関連情報の項目 

 

④ 私人などから個人データの第三者提供

を受けた場      合 

イ 当該第三者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者

（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものにあっては、その代

表者又は管理人）の氏名 

ロ 当該第三者による当該個人データの

取得の経緯 

ハ 当該個人データによって識別される

本人の氏名その他の当該本人を特定す

るに足りる事項 

ニ 当該個人データの項目 

※ なお、個人データ提供者が個人情報取

扱事業者である場合は、当該事業者の社

内規則や顧客向け約款等で適正に個人情

報を取得することが規定されていること

が確認できれば、個別の取得経緯まで確

認することは求められない。 

（４）第三者から個人データの提供を受ける
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に際し確認した上記（３）の内容につい

て、文書、電磁的記録又はマイクロフィ

ルムにより記録を作成すること。 

（５）実質的に「提供者」による提供ではな

いものには確認・記録義務は適用されな

い。次に掲げる場合が該当する。 

① 本人による提供 

   ＳＮＳ等により投稿者本人が入力した

内容 

② 本人に代わって提供 

イ 顧客から電話で取引内容の照会を受

けたため、担当者の氏名、連絡先等を

案内する場合 

ロ 親子兄弟会社間での協働事業におけ

る顧客紹介の場合で、当該顧客から口

座開設や注文発注などの申込み事実が

あり、かつ、当該申込に際して当該顧

客から親子兄弟会社間で授受される情

報の内容、提供先等を認識し、当該提

供を具体的に特定できていると考えら

れる場合 

ハ 顧客から知人の紹介として個人デー

タの提供を受ける場合 

（６）実質的に「受領者」に対する提供では

ないものとは、次に掲げる場合をいう。 

① 本人の代理人又は家族等、本人と一体

と評価できる関係にある者に提供する場

合 

   例えば、金融機関の営業員が、家族と

共に来店した顧客に対して、保有金融商

品の損益状況を説明する場合をいう。 

② 提供者が、最終的に本人提供すること

を意図した上で、受領者を介在して第三

者提供を行い、本人がそれを明確に認識

できる場合 

（７）「提供を受ける」行為の考え方について 

確認・記録義務は、受領者にとって

「第三者から個人データの提供を受け

る」行為がある場合に適用されるため、

単に閲覧する行為については、「提供を受

ける」行為があるとはいえず、確認・記

録義務は適用されない。 

なお、提供者たる個人情報取扱事業者

が、個人データを第三者が利用可能な状

態に置く行為は、提供行為に該当する。 

また、口頭、ＦＡＸ、電子メール等、

電話などで、受領者の意思と関係なく、

一方的に個人データを提供された場合に

おいて、受領者側に「提供を受ける」行

為がないときは、確認・記録義務は適用
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されない。 

（８）受領者に確認・記録義務が適用され

ない場合の考え方について 

提供者にとって個人データに該当す

る場合であっても、受領者にとって、

「個人データ」又は、そもそも「個人

情報」に該当しない情報を受領した場

合、確認・記録義務は適用されない。 

例えば、次に掲げる場合が該当す

る。 

① 提供者が氏名を削除するなどして個

人を特定できないようにしたデータの

提供を受けた場合 

② 提供者で管理しているＩＤ番号のみ

が付されたデータの提供を受けた場合 

〔参照条文等〕保護法第 30条、第 31条、施行

規則第 22 条、第 23 条、第 24 条、通則ＧＬ

3-7-5、3-7-6、確認記録ＧＬ 

（個人関連情報の第三者提供の制限） 

第13 条の５ 正会員は、第三者が個人関連情

報（第２条第11号に掲げる個人関連情報デ

ータベース等を構成するものに限る。以下

この条において同じ。）を個人データとし

て取得することが想定されるときは、第13

条第１項各号に掲げる場 合を除くほか、次

に掲げる事項について、あらかじめ確認し

ないで、当該個人関連情報を当該第三者に

提供してはならない。 

（１）当該第三者が正会員から個人関連情報

の提 供を受けて本人が識別される個人デ

ータとして取得することを認める旨の当

該本人の同意が得られていること 

（２）外国にある第三者への提供にあって

は、前号の本人の同意を得ようとする場

合において、あらかじめ、当該外国にお

ける個人情報の保護に関する制度、当該

第三者が講ずる個人情報の保護のための

措置その他当該本人に参考となるべき情

報が当該本人に提供されていること 

２ 正会員は個人関連情報取扱事業者から個

人関連情報の提供を受けて個人データとし

て取得するに当たり、本人の同意を得よう

とする場合（提供元の個人関連情報取扱事

業者に同意取得を代行させる場合を含

む。）には、次に掲げる情報を本人に提供

しなければならない。 

（１）対象となる個人関連情報の項目 

（２）個人関連情報の提供を受けて個人デー

タとして取得した後の利用目的 

 

（１）「個人データとして取得する」につい

て 

「個人データとして取得する」と

は、提供先の第三者において、個人デ

ータに個人関連情報を付加する等、個

人データとして利用しようとする場合

をいう。 

提供先の第三者が、提供を受けた個

人関連情報を、ID等を介して提供先が

保有する他の個人データに付加する場

合には、「個人データとして取得する」

場合に該当する。 

（２）「想定される」について 

「想定される」とは、提供元の個人

関連情報取扱事業者において、提供先

の第三者が「個人データとして取得す

る」ことを現に想定している場合、又

は一般人の認識（※）を基準として

「個人データとして取得する」ことを

通常想定できる場合をいう。 

【現に想定している場合に該当する例】 

① 提供元の個人関連情報取扱事業者

が、顧客情報等の個人データを保有す

る提供先の第三者に対し、ID等を用い

ることで個人関連情報を個人データと

紐付けて取得することが可能であるこ

とを説明している場合 

② 提供元の個人関連情報取扱事業者

が、提供先の第三者から、個人関連情
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３ 第13条の２第６項の規定は、第１項の規

定により正会員が個人関連情報を提供する

場合について準用する。 

４ 前条の記録義務の規定は、第１項の規定

により正会員が確認する場合について準用

する。 

報を受領した後に個人データと紐付け

て取得することを告げられている場合 

【通常想定できる場合に該当する例】 

・ 個人関連情報を提供する際、提供先の

第三者において当該個人関連情報を氏

名等と紐付けて利用することを念頭

に、そのために用いるID 等も併せて提

供する場合 

※ ここでいう「一般人の認識」とは、同種

の事業を営む事業者の一般的な判断力・

理解力を前提とする認識をいう。 

（３）「本人の同意」について 

同意取得の方法としては、正会員が

個人関連情報取扱事業者から個人関連

情報の提供 を受けて個人データとして

取得するに当たって、本人の同意を得

る（提供元の個人関連情報取扱事業者

に同意取得を代行させる場合を含む。）

際には、原則として書面によること と

し、当該書面における記載を通じて、

左記情報を本人に認識させた上で同意

を得ることとする。なお、正会員は、

個人関連情報の提供を受けて本人が識

別される個人データとして取得した場

合には、保護法第21条に従い、あらか

じめその利用目的を公表している場合 

を除き、速やかに、その利用目的を本

人に通知し、又は公表しなければなら

ないとされていることに留意する。 

また、本人の同意は、必ずしも第三

者提供のたびに取得しなければならな

いものではなく、本人が予測できる範

囲において、包括的に同意を取得する

ことも可能である。 

（４）本人の同意等の確認の方法について 

本人から同意を得る主体は、原則と

して本人と接点を持ち、情報を利用す

る主体となる提供先の第三者となり、

個人関連情報取扱事業者は、当該第三

者から申告を受ける方 法その他の適切

な方法によって本人同意が得られてい

ることを確認することになる。 

【第三者から申告を受ける方法に該当する

事例】 

① 提供先の第三者から口頭で申告を受

ける方法 

②  提供先の第三者が本人の同意を得て

いることを誓約する書面を受け入れる
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方法 

【その他の適切な方法に該当する事例】 

① 提供先の第三者が取得した本人の同

意を示す書面等を確認する方法 

②  提供元の個人関連情報取扱事業者に

おいて同意取得を代行して、当該同意

を自ら確認する方法 

（５）個人関連情報の提供先が外国にある

第三者である場合について 

本人の同意が得られていることを確

認するに当たって、当該同意が得られ

ていることに加え、当該同意を得よう

とする時点において次の情報が当該本

人に提供されていることを確認（※

１）しなければならない。 

① 当該外国の名称 

② 適切かつ合理的な方法により得られ

た当該外国における個人情報の保護に

関する制 度に関する情報 

③  当該第三者が講ずる個人情報の保護

のための措置に関する情報 

ただし、次のいずれかに該当する場

合には、本人同意の取得時に上記の①

から③までの 情報が提供されているこ

とを確認する必要はない。 

・ 当該第三者が個人の権利利益を保護す

る上で我が国と同等の水準にあると認

められる個人情報保護制度を有してい

る国にある場合 

・ 当該第三者が個人情報取扱事業者とし

て講ずべき措置に相当する措置を継続

的に講ずるために必要な体制を整備し

ている場合（※２） 

※１ 本人から同意を得る主体は、原則と

して本人と接点を持ち、情報を利用する

主体となる提供先の第三者となり、正会

員は、書面の提示を受ける方法その他の

適切な方法によって必要な情報の提供が

行われていることを確認しなければなら

ない。 

【書面の提示を受ける方法に該当する事

例】 

① 提供先の第三者が本人に対して保護

法第31条第１項第２号の規定による情

報の提 供を行う際に使用している書面

の提示を受ける方法 

② 提供先の第三者が本人に対してホー

ムページ上で保護法第31条第１項第２
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号の規 定による情報の提供を行ってい

る場合において、当該ホームページの

写しの提示を受ける方法 

③ 提供先の第三者が本人に対して保護

法第31条第１項第２号の規定による情

報の提 供を行っていることを誓約する

書面を受け入れる方法 

【その他の適切な方法に該当する事例】 

① 提供先の第三者が本人に対してホー

ムページ上で保護法第31条第１項第２

号の規 定による情報の提供を行ってい

る場合において、当該ホームページの

記載内容を確認する方法 

② 提供元の個人関連情報取扱事業者に

おいて同意取得を代行している場合に

おいて、同意取得に当たって必要な情

報が提供されていることを自ら確認す

る方法 

※２ 第３項の準用規定があるため、第13

条の２第６項の措置を講じる必要がある

点に留意する。 

（６）正会員が確認を行った場合は、次の

項目についての記録を作成すること。 

① 保護法第31条第１項第１号の本人の

同意が得られていることを確認した旨

及び外国 にある第三者への提供にあっ

ては、同項第２号の規定による情報の

提供が行われていることを確認した旨 

② 個人関連情報を提供した年月日 

③ 当該第三者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては、その代表者

（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものにあっては、その代

表者又は管理人。）の氏名 

④ 当該個人関連情報の項目 

（７）確認した上記（６）の内容につい

て、文書、電磁的記録又はマイクロフ

ィルムにより記録を作成すること。 

〔参照条文等〕保護法第16条、第31条、施

行規則第26条、第27条、第28条、通則Ｇ

Ｌ3-7、金融分野ＧＬ第14条 

（第三者提供時の記録に係る保存期間） 

第13条の６ 第13条の３、第13条の４及び第

13条の５に従い作成した記録については、

当該記録を作成した日から施行規則で定め

る期間保存しなければならない。 

 
（１）個人データ又は個人情報関連の第三者

提供があった場合には、次に掲げる場合

に従い、作成した記録を保存すること。 

① 施行規則第19第３項又は施行規則第23

条第３項若しくは施行規則第27条第３項

に定める方法により記録を作成する場合
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には、最後に当該記録に係る個人データ

又は個人関連情報の提供があった日から

起算して１年を経過する日まで 

② 施行規則第19条第２項ただし書又は施

行規則第23条第２項ただし書若しくは施

行規則第27条第２項ただし書に定める方

法により記録を作成する場合には、最後

に当該記録に係る個人データ又は個人関

連情報の提供があった日から起算して３

年を経過する日まで 

※ なお、複数人の個人データ又は個人関

連情報の提供がある場合、個人ごとでは

なく一括して作成することもできる。こ

の場合、保存期間は各個人ごとに計算す

る。 

  ③ ①②以外の場合は、３年 

（２）個人データ又は個人関連情報の提供に

あたり、伝送日時、伝送先等のログを、

本項における記録の一部として利用する

ことは可能である。 

〔参照条文等〕保護法第29条、第30条、第31

条、施行規則第21条、第25条、第29条 

（保有個人データに関する事項の公表等） 

第14条 正会員は、保有個人データに関し、

次に掲げる事項について、本人の知り得る

状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答す

る場合を含む。）に置かなければならな

い。なお、利用目的に第三者提供が含まれ

る場合には、第２号の内容として、その旨

を明らかにしなければならない。 

 

 
（１）保有個人データに関する事項を「本人

の知り得る状態（本人の求めに応じて遅

滞なく回答する場合を含む｡）」に置く際

の具体例（第１項） 

本人が知ろうと思えば知ることができる

状態をいい、正会員は、その事業の態様に

応じて、例えば、次のような方法により、

適切な措置を講ずる必要がある。 

① 店頭での継続的なポスターの掲示、書

面の備付け（第23条に定める「個人情報

保護宣言」と一体として掲載する方法も

ある。以下同じ。） 

② パンフレット・リーフレットの継続的

な配布 

③ ホームページへの継続的な掲載（保有

個人データに関する事項が示された画面

に１回程度の操作で遷移するよう設定し

たリンクを「個人情報保護宣言」に継続

的に掲載することを含む。） 

④ 本人の求めに応じた書面の交付、郵

送、ファックス等による送付 

⑤ 本人の求めに応じた口頭、電話、電子

メール等での回答 

なお、対象となる本人に対して必要な事

項が知らされればよいものであり、利用す

る媒体すべてによる同時の変更を要するも

のではない。 
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〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-8-

1、金融分野 GL 第 15 条 

（１）正会員の名称及び住所並びに代表者の

氏名 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-8-

1、金融分野 GL 第 15 条 

（２） 全ての保有個人データの利用目的（た

だし、第８条第４項第１号から第３号に

該当する場合を除く。） 

 

・ 利用目的に第三者提供が含まれる場合

は、その旨も明らかにすること。 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-8-

1 

（３）次項の規定による求め又は次条第１項

（同条第３項において準用する場合を含

む。）、第16条第１項若しくは第17条第

１項から第３項の規定による請求に応じ

る手続（第20条の規定により手数料の額

を定めたときは、その手数料の額を含

む。） 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-8-

1 

 

（４）保有個人データの安全管理のために講

じた措置（本人の知り得る状態（本人の

求めに応じて遅滞なく回答する場合を含

む。）に置くことにより当該保有個人デ

ータの安全管理に支障を及ぼすおそれが

あるものを除く。） 

・ 保有個人データの安全管理のために講じ

た措置には、正会員が取得し、又は取得し

ようとしている個人情報であって、当該正

会員が保有個人データとして取り扱うこと

を予定しているものの漏えい等を防止する

ために講じた措置も含まれることに留意す

る。 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、施行令第 10

条、通則ＧＬ3-8-1 

（５）保有個人データの取扱いに関する自社

における苦情の申出先 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-8-

1 

（６）認定個人情報保護団体の名称及びその

苦情の解決の申出先 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-8-

1 

２ 正会員は、本人から、当該本人が識別さ

れる保有個人データの利用目的の通知を求

められたときは、本人に対し、遅滞なく、

これを通知しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りではない。 

（１）前項の規定により当該本人が識別され

る保有個人データの利用目的が明らかな

場合 

（２）第８条第４項第１号から第３号に該当

する場合 

（２）「通知」の方法の具体例（第２項及び第

３項） 

例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信

し、又は書面を郵便等で送付することに

よる通知 

〔参照条文等〕：保護法第 32 条、施行令第 10

条、通則ＧＬ2-14、3-8-1、金融分野ＧＬ第

15 条 

３ 正会員は、前項の規定に基づき求められ

た保有個人データの利用目的を通知しない

旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞

なく、その旨を通知しなければならない。 

〔参照条文等〕保護法第 32 条、通則ＧＬ3-8-

1 

（開示） 

第15条 正会員は、本人から、当該本人が識

別される保有個人データの開示（存在しな

いときにはその旨を知らせることを含

む。）の請求を受けたときは、本人に対

し、電磁的記録の提供による方法、書面の

 
（１）電磁的記録の提供による方法について

は、正会員がファイル形式や記録媒体な

ど具体的な方法を定めることができる

が、可読性・検索性のある形式による提

供や、技術的に可能な場合には、他の事
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交付による方法、その他正会員が定める方

法のうち本人が請求した方法（当該方法に

よる開示に多額の費用を要する場合その他

の当該方法による開示が困難である場合に

あっては、書面の交付による方法）によ

り、遅滞なく、当該保有個人データを開示

しなければならない。ただし、開示するこ

とにより次のいずれかに該当する場合は、

その全部又は一部を開示しないことができ

る。 

（１）本人又は第三者の生命、身体、財産そ

の他の権利利益を害するおそれがある場

合 

業者へ移行可能な形式による提供を含

め、できる限り本人の要望に沿った形で

対応することが望ましい。 

（２）「電磁的記録の提供による方法」の具体

例（第１項） 

例えば、次のような方法がある。 

 

① 電磁的記録をCD-ROM等の媒体に保存

して、当該媒体を郵送する方法 

② 電磁的記録を電子メールに添付して送

信する方法 

③ 会員専用サイト等のウェブサイト上で

電磁的記録をダウンロードしてもらう方

法 

（３）「その他正会員が定める方法」の具体例

（第１項） 

例えば、次のような方法がある。 

① 正会員が指定した場所における音声デ

ータの聴取 

② 正会員が指定した場所における文書の

閲覧 

（４）「当該方法による開示が困難である場

合」の具体例（第１項） 

例えば、次のような事例がある。 

・ 本人が電磁的記録の提供による開示を請

求した場合であって、正会員が当該開示

請求に応じるために、大規模なシステム

改修を行わなければならないような場合 

（５）本人から「個人番号の有無」の開示請

求があった場合には、「個人番号を取得し

ている」旨を開示すればよい。 

〔参照条文等〕保護法第 33 条、通則ＧＬ3-8-

2 

 

（２）正会員の業務の適正な実施に著しい支

障を及ぼすおそれがある場合 

 

（６）「正会員の業務の適正な実施に著しい支

障を及ぼすおそれがある場合」に該当す

る例（第１項第２号） 

 例えば、次のような場合が該当する。 

① 評価情報等、正会員が付加した情報の

開示請求を受けた場合又は保有個人デー

タを開示することにより顧客との取引の

適正な実施が妨げられる場合 

② 同一の本人から複雑な対応を要する同

一内容について繰り返し開示の請求があ

り、事実上問合せ窓口が占有されること

によって、他の問合せ対応業務が立ち行

かなくなる等、業務上著しい支障を及ぼ

すおそれがある場合 

③ 企業秘密保護の必要性が、本人が正会

員における保有個人データの取扱い等を
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把握する必要性を上回る特別の事情 

④ 電磁的記録の提供にふさわしい音声・

動画ファイル等のデータを、あえて書面

で請求することにより、業務上著しい支

障を及ぼす恐れがある場合 

（７）「正会員の業務の適正な実施に著しい支

障を及ぼすおそれがある場合」に該当し

ない例（第１項第２号） 

例えば、開示すべき保有個人データの

量が多いことのみを不開示理由とするこ

とはできない。 

〔参照条文等〕保護法第 33 条、通則ＧＬ3-8-

2、金融分野 GL 第 16 条 

（３）他の法令に違反することとなる場合 

 

（８）「他の法令に違反することとなる場合」

とは、例えば、刑法第134条（秘密漏示

罪）や電気通信事業法第４条（通信の秘

密の保護）に違反することとなる場合が

該当する（第１項第３号）。 

また、他の法令の規定により、保護法

第33条第２項本文に規定する方法に相当

する方法により当該本人が識別される保

有個人データを開示することとされてい

る場合には、保護法第33条第１項及び第

２項の規定は適用されず、当該他の法令

の規定が適用される。 

〔参照条文等〕保護法第 33 条、通則ＧＬ3-8-

2 

２ 正会員は、前項の規定による請求に係る

保有個人データの全部若しくは一部につい

て開示しない旨の決定をしたとき、当該保

有個人データが存在しないとき又は本人が

請求した方法による開示が困難であるとき

は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知

しなければならない。なお、本人が請求し

た方法による開示が困難であるときは、そ

の旨を本人に通知したうえで、書面の交付

による方法により開示を行わなければなら

ない。また、その決定の理由について、根

拠とした法の条文及び判断の基準となる事

実を示して説明することとする。 

（９）「通知」及び「説明」の方法の具体例

（第２項） 

例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信

し、又は書面を郵便等で送付することに

よる通知 

〔参照条文等〕保護法第 33条、第 36条、通則

ＧＬ2-14、3-8-2、金融分野ＧＬ第 17 条 

３ 前２項の規定は当該本人が識別される個

人データに係る第13条の３及び第13条の４

の規定による第三者提供記録（その存否が

明らかになることにより公益その他の利益

が害されるものとして施行令で定めるもの

を除く。）について準用する。 

（10）「第三者提供記録」について 

第三者提供記録とは、保護法第29条

第１項及び第30条第３項の記録のう

ち、次に掲げる ものを除いたものをい

う。 

① 当該記録の存否が明らかになることに

より、本人又は第三者の生命、身体又

は財産に危害が及ぶおそれがあるもの 

② 当該記録の存否が明らかになることに
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より、違法又は不当な行為を助長し、

又は誘発するおそれがあるもの 

③ 当該記録の存否が明らかになることに

より、国の安全が害されるおそれ、他

国若しくは国際機関との信頼関係が損

なわれるおそれ又は他国若しくは国際

機関との交渉上不利益を被るおそれが

あるもの 

④ 当該記録の存否が明らかになることに

より、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その

他の公共の安全と秩序の維持に支障が

及ぶおそれがあるもの 

〔参照条文等〕保護法第33条、施行令第11

条、通則ＧＬ3-8-3 

（訂正等） 

第16条 正会員は、本人から、当該本人が識

別される保有個人データに誤りがあり、事

実でないという理由によって、内容の訂

正、追加又は削除（以下「訂正等」とい

う。）の請求を受けた場合は、利用目的の

達成に必要な範囲内において、遅滞なく、

事実の確認等の必要な調査を行い、その結

果に基づき、原則として当該保有個人デー

タの内容の訂正等を行わなければならな

い。 

 

 
（１）「訂正等」について 

① 訂正等は、利用目的の達成に必要な範

囲で行うものであり、必要以上の訂正等

を義務付けるものではない。 

② 訂正等は、保護法に基づくものであ

り、顧客等からの氏名・住所変更等の届

出にまで適用されるものではない。 

（２）利用目的からみて訂正等が必要でない

場合、保有個人データが誤りである旨の

指摘が正しくない場合には、訂正等を行

う必要はない。ただし、その場合には、

遅滞なく、訂正等を行わない旨を本人に

通知する必要があることに留意するこ

と。 

〔参照条文等〕保護法第 34 条、通則ＧＬ3-8-

4 

２ 正会員は、前項の請求に係る保有個人デ

ータの内容の全部若しくは一部について訂

正等を行ったとき、又は訂正等を行わない

旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞

なく、その旨（訂正等を行ったときは、そ

の内容を含む。）を通知しなければならな

い。なお、正会員は、訂正等を行わない場

合は、訂正等を行わない根拠及びその根拠

となる事実を示し、その理由を説明するこ

ととする。 

（３）「通知」及び「説明」の方法の具体例

（第２項） 

 例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信

し、又は書面を郵便等で送付することに

よる通知 

〔参照条文等〕保護法第 34条、第 36条、通則

ＧＬ2-14、金融分野ＧＬ第 17 条 

（利用停止等） 

第17条 正会員は、本人から、当該本人が識

別される保有個人データが第５条若しくは

第６条の２の規定に違反して取り扱われた

ものであるという理由又は第７条の規定に

違反して取得されたという理由によって、

当該保有個人データの利用の停止又は消去

（以下「利用停止等」という。）の請求を

 
（１）保有個人データの全部消去を求められ

た場合であっても、利用停止によって手

続違反を是正できる場合であれば、その

ような措置を講ずることにより、義務を

果たしたことになり、必ずしも求められ

た措置をそのまま実施する必要はない。 

なお、手続違反である旨の指摘が正し
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受けた場合であって、その請求に理由があ

ることが判明したときは、違反を是正する

ために必要な限度で、遅滞なく、当該保有

個人データの利用停止等を行わなければな

らない。ただし、当該保有個人データの利

用停止等に多額の費用を要する場合その他

の利用停止等を行うことが困難な場合であ

って、本人の権利利益を保護するため必要

なこれに代わるべき措置をとるときは、こ

の限りでない。 

くない場合は、利用停止等を行う必要は

ない。 

（２）手続違反である旨の指摘が正しくない

場合は、第三者提供を停止する必要はな

い。 

〔参照条文等〕保護法第 35 条、通則ＧＬ3-8-

5 

２ 正会員は、本人から、当該本人が識別さ

れる保有個人データが第13条第１項の規定

に違反して第三者に提供されているという

理由によって、当該保有個人データの第三

者提供の停止の請求を受けた場合であっ

て、その請求に理由があることが判明した

ときは、原則として、遅滞なく、当該保有

個人データの第三者への提供を停止しなけ

ればならない。ただし、当該保有個人デー

タの第三者への提供の停止に多額の費用を

要する場合その他の第三者への提供を停止

することが困難な場合であって、本人の権

利利益を保護するため必要なこれに代わる

べき措置をとるときは、この限りでない。 

〔参照条文等〕保護法第 35 条、通則ＧＬ3-8-

5 

 

３ 正会員は、本人から、当該本人が識別さ

れる保有個人データを当該正会員が利用す

る必要がなくなったという理由、当該本人

が識別される保有個人データに係る第22条

第１項に規定する漏えい等の事態が生じた

という理由その他当該本人が識別される保

有個人データの取扱いにより当該本人の権

利又は正当な利益が害されるおそれがある

という理由によって当該保有個人データの

利用停止等又は第三者への提供の停止の請

求を受けた場合であって、その請求に理由

があることが判明したときは、本人の権利

利益の侵害を防止するために必要な限度

で、遅滞なく当該保有個人データの利用停

止等又は第三者への提供の停止を行わなけ

ればならない。ただし、当該保有個人デー

タの利用停止等又は第三者への提供の停止

に多額の費用を要する場合その他の利用停

止等又は第三者への提供の停止を行うこと

が困難な場合であって、本人の権利利益を

保護するため必要なこれに代わるべき措置

をとるときは、この限りでない。 

（１）「利用する必要がなくなった場合」と

は、利用目的が達成され当該目的との関

係では、当該保有個人データを保有する

合理的な理由が存在しなくなった場合や

利用目的が達成されなかったものの当該

目的の前提となる事業自体が中止となっ

た場合等をいう。なお、請求の対象とな

っている保有個人データにつき、複数の

利用目的がある場合、全ての利用目的と

の関係で「利用する必要がなくなった」

かどうかを判断する必要がある。 

（２）「本人の権利又は正当な利益が害される

おそれがある」とは、法目的に照らして

保護に値する正当な利益が存在し、それ

が侵害されるおそれがある場合をいう。

「正当」かどうかは、相手方である正会

員との関係で決まるものであり、正会員

に本人の権利利益の保護の必要性を上回

る特別な事情がない限りは、請求に応じ

る必要がある。本人の権利利益の保護の

必要性を上回る特別な事情があるかどう

かを判断するに当たっては、例えば、以

下のような事情を考慮することになる。 

① 本人又は第三者の生命、身体、財産そ

の他の権利利益を保護するために当該保

有個人データを取り扱う事情 
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② 法令を遵守するために当該保有個人デ

ータを取り扱う事情 

③ 契約に係る義務を履行するために当該

保有個人データを取り扱う事情 

④ 違法又は不当な行為を防止するために

当該保有個人データを取り扱う事情 

⑤ 法的主張、権利行使又は防御のために

当該保有個人データを取り扱う事情 

〔参照条文等〕保護法第35条、通則ＧＬ3-8-5 

４ 正会員は、第１項若しくは前項の規定に

よる請求に係る保有個人データの全部若し

くは一部について利用停止等を行ったとき

若しくは利用停止等を行わない旨の決定を

したとき又は第２項若しくは前項の規定に

よる請求に係る保有個人データの全部若し

くは一部について第三者提供を停止したと

き若しくは第三者提供を停止しない旨を決

定したときは、本人に対し、遅滞なく、そ

の旨（本人から求められた措置と異なる措

置を行う場合には、その措置内容を含

む。）を通知しなければならない。 

（３）「通知」の方法の具体例（第３項） 

例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信

し、又は書面を郵便等で送付することに

よる通知 

〔参照条文等〕保護法第 35 条、第 36 条 、通

則ＧＬ2-14、3-8-5 

（理由の説明） 

第18条 正会員は、第14条第３項、第15条第

２項（同条第３項において準用する場合を

含む）、第16条第２項及び前条第４項の規

定により、本人から求められ、又は請求さ

れた措置の全部又は一部について、その措

置をとらない旨を通知する場合又はその措

置と異なる措置をとる旨を通知する場合に

おいて、本人に対しその理由を説明する際

には、措置をとらないこととし、又は異な

る措置をとることとした判断の根拠及び根

拠となる事実を示すこととする。 

 
○「通知」及び「説明」の方法の具体例 

例えば、次のような方法がある。 

① 書面を直接渡すことによる通知 

② 口頭又は自動応答装置などによる通知 

③ 電子メール等、ＦＡＸなどにより送信

し、又は書面を郵便等で送付することに

よる通知 

〔参照条文等〕保護法第 36 条、通則ＧＬ2-

14、3-8-6、金融分野ＧＬ第 17 条 

（開示等の請求等に応じる手続） 

第19条 正会員は、第14条第２項、第15条第

１項（同条第３項において準用する場合を

含む）、第16条第１項、第17条第１項、第

２項若しくは第３項の規定による請求（以

下「開示等の請求等」という。）に関し、

以下のとおり、その受付けの方法を定める

ことができる。この場合において、正会員

は、第23条に定める個人情報保護宣言と一

体として、インターネットのホームページ

での常時掲載（保有個人データに関する事

項が示された画面に１回程度の操作で遷移

するよう設定したリンクを「個人情報保護

宣言」に継続的に掲載することを含む。）

や営業所の窓口等での掲示・備付け等を行

うこととする。 

 

１．正会員は、開示等の請求等を受け付ける

方法を定めた場合には、本人の知り得る状

態（本人からの求めに応じて遅滞なく回答

する場合を含む。）に置いておくこと。 

２．正会員は、円滑に開示等の手続きが行え

るよう、本人に対し、開示等の請求等の対

象となる当該本人が識別される保有個人デ

ータ又は第三者提供記録の特定に必要な事

項（例えば、住所、ID、パスワード、会員

番号等）の提示を求めることができる。 

〔参照条文等〕保護法第 37 条、通則ＧＬ3-8-

7、金融分野ＧＬ第 18 条 
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（１）開示等の請求等の申出先 

 

（１）「開示等の請求等の申出先」の具体例

（第１項第１号） 

例えば、本支店・営業所、事務センター

等の部署名・住所・電話番号・電子メール

アドレス等 

〔参照条文等〕保護法第 37 条、通則ＧＬ3-8-

7、金融分野ＧＬ第 18 条 

（２）開示等の請求等に際して提出すべき書

面の様式その他の開示等の請求等の受付

方法 

（２）「開示等の請求等に際して提出すべき書

面」（第１項第２号） 

正会員は、本人が開示等の請求等に際し

提出すべき書面を定めておくことが望まし

い。 

① 本人の場合 

例えば、「保有個人データ」開示申請

書、変更等申請書、利用停止等申請書及

び本人確認書類 

② 代理人の場合 

例えば、上記①の書面に加え、正会員

所定の委任状及び代理人の本人確認書類 

（３）「その他の開示等の請求等の方式」の具

体例（第１項第２号） 

 例えば、来店、郵送、電子的手段等の複

数の手段が考えられる。 

（注） 開示等の請求等の方法を来店のみに

限るのは、「本人に過重な負担を課する」

可能性もあるので、代替手段を用意する

ことが望ましい。 

〔参照条文等〕保護法第 37 条、通則ＧＬ3-8-

7、金融分野ＧＬ第 18 条 

（３）開示等の請求等をする者が本人又は代

理人（未成年者若しくは成年被後見人の

法定代理人、又は本人が委任した任意代

理人をいう。本条において同じ。）であ

ることの確認方法 

（４）「本人確認方法」の具体例（第１項第３

号） 

犯罪収益移転防止法の規定に基づく確認

手続又は同レベルの手続など、十分かつ適

切な確認手続を定めるものとする。 

なお、ここでいう「代理人」は各正会員

が社内規則等で規定する取引代理人ではな

く、施行令第 13 条で規定する代理人に限ら

れることに注意を要する。 

〔参照条文等〕保護法第 37 条、施行令第 12

条、通則ＧＬ3-8-7、金融分野ＧＬ第 18 条 

（４）保護法第38条第１項の手数料の金額と

その徴収方法（無料とする場合を含

む。） 

〔参照条文等〕保護法第 37 条、通則ＧＬ3-8-

7、金融分野ＧＬ第 18 条 

（５）開示等の請求等の対象となる保有個人

データ又は第三者提供記録の特定に必要

な事項 

 

（５）「保有個人データ又は第三者提供記録の

特定に必要な事項」の具体例（第１項第

５号） 

例えば、氏名、住所、生年月日、電話番

号、取引店名、口座番号等が考えられる。 

なお、その際には、本人が容易かつ的確

に開示等の請求等をすることができるよ
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う、当該保有個人データの特定に資する情

報を提供するなど、本人の利便性を考慮す

ることに留意する。 

〔参照条文等〕保護法第 37 条、通則ＧＬ3-8-

7、金融分野ＧＬ第 18 条 

（６）開示等の請求等に対する回答方法等 （６）「開示等の請求等に応じる回答方法」の

具体例（第１項第６号） 

例えば、次のような方法がある。 

① 郵送、電話、電子メール等の手段 

② 開示の対象となる情報によっては、回

答はその場でなく後刻となること 

  なお、本人からの要請に基づき個人番号

を開示する場合には、対面による場合は他

人に見られないような措置を講ずることが

必要であり、郵送による場合は追跡機能付

き郵便で送付することが望ましい。 

〔参照条文等〕保護法第 37 条、通則ＧＬ3-8-

7、金融分野ＧＬ第 18 条 

２ 正会員は、代理人が開示等の請求等を行

う場合の手続として、前項各号に加えて次

の事項を定めるものとする。なお、代理人

による開示等の請求等に対して、本人にの

み直接開示等することは妨げない。 

 

（１）代理人の本人確認方法 

 

（７）「代理人の本人確認方法」の具体例（第

２項第１号） 

  上記（４）と同様の確認手続きを定める

ものとする。 

（２）代理人の代理権を確認する方法 

 

（８）「代理人の代理権を確認する方法」の具

体例（第２項第２号） 

 例えば、次のような方法がある。 

① 正会員所定の委任状以外は認めない。 

② 委任状等の提出があった場合でも、代

理権の存在を疑わせる特段の事情が認め

られるときは、電話等で本人からの代理

権授与の意思確認をとることができるま

で不開示とする。 

③ 正会員所定の方法による代理権の確認

ができない場合は、不開示とする。 

〔参照条文等〕保護法第 37 条、施行令第 12

条、通則ＧＬ3-8-7、金融分野ＧＬ第 18 条 

３ 正会員は、前２項の規定に基づき開示等

の請求等に関する手続を定めるにあたって

は、本人に過重な負担を課するものとなら

ないよう配慮しなければならない。 

 

（手数料） 

第20条 正会員は、第14条第２項の規定によ

る利用目的の通知を求められたとき又は第

15条第１項若しくは第３項の規定による開

示の請求を受けたときは、当該措置の実施

に関し、手数料を徴収することができる。 

 
実費を勘案して合理的であると認められる

範囲内において、その手数料の額を定めるに

あたり、正会員は、同様の内容の開示等手続

の平均的実費の予測等に基づき、合理的な手

数料額を算定するよう努めることとする。 
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２ 正会員は、前項の規定により手数料を徴

収する場合は、実費を勘案して合理的であ

ると認められる範囲内において、その手数

料の額を定めなければならない。 

〔参照条文等〕保護法第 38 条、通則ＧＬ3-8-

8 

 

（正会員による苦情の処理） 

第21条 正会員は、個人情報の取扱いに関

する苦情の適切かつ迅速な処理に努めな

ければならない。 

２ 正会員は、苦情受付窓口の設置や苦情

処理手順の策定、苦情処理に当たる役職

員への十分な教育・研修等により、前項

の目的を達成するために必要な体制の整

備に努めなければならない。 

 
〔参照条文等〕保護法第40条、通則ＧＬ3-9、

金融分野ＧＬ第 19 条 

 

（個人情報等の漏えい事案等への対応） 

第22条 正会員は、施行規則第７条各号に定

める事態を知ったときは、個人情報の保護

に関する法律についてのガイドライン（通

則編）３－５－３（個人情報保護委員会へ

の報告）に従って、個人情報保護委員会

（保護法第150条の規定により金融庁長官等

が報告を受理する権限の委任を受けている

場合にあっては金融庁長官等、保護法第170

条の規定により地方公共団体の長等が報告

を受理する権限に属する事務を行う場合に

あっては地方公共団体の長等）及び本協会

に報告しなければならない。また、正会員

は、その取り扱う個人である顧客等に関す

る個人データの漏えい等が発生し、又は発

生したおそれがある事態を知ったときは、

関係法令諸規則に従って、金融庁及び本協

会に報告しなければならない。なお、行政

手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第２条第８項に

定める特定個人情報が漏えいした場合に

は、あわせて個人情報保護委員会にも報告

するものとする。 

ただし、ランサムウェア事案（「サイバ

ー攻撃による被害が発生した場合の報告手

続等に関する申合せ」（令和７年５月28日

関係省庁申合せ）（以下「関係省庁申合

せ」という。）２．（１）に規定するラン

サムウェア事案をいう。）に係る報告を行

う場合には、「関係省庁申合せ 別添様式

２」を用いることができることとする。 

２ 正会員は、次に掲げる事態（前項に規定

する事態を除く。）を知ったときは、前項

の規定に準じて、金融庁及び本協会に報告

することとする。 

（１）その取り扱う個人情報の漏えい等が発

 
（１）「施行規則第７条各号に定める事態」と

は、次のいずれかに該当するものをい

う。 

① 要配慮個人情報が含まれる個人データ

の漏えい等が発生し、又は発生したおそ

れが ある事態 

② 不正に利用されることにより財産的被

害が生じるおそれがある個人データの漏

えい等が発生し、又は発生したおそれが

ある事態 

③ 不正の目的をもって行われたおそれが

ある当該正会員に対する行為による個人

データ（当該正会員が取得し、又は取得

しようとしている個人情報であって、個

人データとして取り扱われることが予定

されているものを含む。）の漏えい等が発

生し、又は発生したおそれがある事態 

④ 個人データに係る本人の数が千人を超

える漏えい等が発生し、又は発生したお

それ がある事態 

（２） 郵便、メール、ファクシミリ等の誤配

送・誤送信等で、かつ、件数、内容等が

些細な流失であっても、二次被害や類似

事案が発生する可能性がある場合は、公

表する必要がある。 

（３）特定個人情報の漏えい等事案の発生に

際しては、個人情報保護委員会及び金融

庁が定める特定個人情報の漏えい事案等

が発生した場合の対応に従って報告等す

る必要がある。 

〔参照条文等〕保護法第 26 条、施行規則第７

条、通則 GL3-5、基本方針、金融分野ＧＬ

第 11 条 
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生し、又は発生したおそれがある事態 

（２）その取り扱う仮名加工情報に係る削除

情報等（保護法第41条第１項の規定によ

り行われた加工の方法に関する情報にあ

っては、その情報を用いて仮名加工情報

の作成に用いられた個人情報を復元する

ことができるものに限る。次項において

同じ。）又は匿名加工情報に係る加工方

法等情報の漏えいが発生し、又は発生し

たおそれがある事態 

ただし、ランサムウェア事案（関係省庁

申合せ２．（１）に規定するランサムウェ

ア事案をいう。）に係る報告を行う場合に

は、「関係省庁申合せ 別添様式２」を用い

ることができることとする。 

３ 正会員は、施行規則第７条各号に定める

事態を知ったときは、個人情報の保護に関

する法律についてのガイドライン（通則

編）３－５－４（本人への通知）に従い、

本人への通知等を行わなければならない。 

また、正会員は、次に掲げる事態（施行

規則第７条各号に定める事態を除く。）を

知ったときも、これに準じて、本人への通

知等を行うこととする。 

（１）その取り扱う個人データ（仮名加工情

報である個人データを除く。）の漏えい

等が発生し、又は発生したおそれがある

事態 

（２）その取り扱う個人情報（仮名加工情報

である個人情報を除く。）の漏えい等が

発生し、又は発生したおそれがある事態 

（３） その取り扱う仮名加工情報に係る削除

情報等又は匿名加工情報に係る加工方法

等情報の漏えいが発生し、又は発生した

おそれがある事態 

４ 正会員は、第１項及び第２項に規定する

事態が発覚した場合は、当該事態の内容等

に応じて、次に掲げる事項について必要な

措置を講じなければならない。 

（１）事業所内部における報告及び被害の拡

大防止 

（２）事実関係の調査及び原因の究明 

（３）影響範囲の特定 

（４）再発防止策の検討及び実施 

また、当該事態の内容等に応じて、二次

被害の防止、類似事案の発生回避等の観点

から、当該事態の事実関係及び再発防止策

等について、速やかに公表することとす

る。  

５ 上記以外の事項については、個人情報の
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保護に関する法律についてのガイドライン

（通則編）の例による（施行規則第７条各

号関係に限る。）。 

（仮名加工情報についての本指針の適用関

係） 

第22条の２ 仮名加工情報（個人情報である

ものに限る。以下この項において同じ。）

に関する本指針の適用については、次のと

おりとする。 

（１）第５条の規定にかかわらず、法令に基

づく場合を除くほか、第３条第１項の規

定により特定された利用目的の達成に必

要な範囲を超えて、仮名加工情報を取り

扱ってはならない。 

（２）仮名加工情報についての第８条の規定

の適 用については、同条第１項及び第３

項中「本人に通知し、又は公表し」とあ

るのは「公表し」と、同条第４項第１号

から第３号までの規定中「本人に通知

し、又は公表する」とあるのは「公表す

る」とする。 

（３）正会員は、仮名加工情報である個人デ

ータ及び削除情報等を利用する必要がな

くなったときは、当該個人データ及び削

除情報等を遅滞なく消去するよう努めな

ければならない。この場合においては、

第9条の規定は、適用しない。 

（４）正会員は、第13条第１項及び第２項並

びに第13条の２第１項の規定にかかわら

ず、法令に基づく場合を除くほか、仮名

加工情報である個人データを第三者に提

供してはならない。この場合において、

第13条第４項第３号中「、本人に 通知

し、又は本人が容易に知り得る状態に置

いて」とあるのは「公表して」と、同条

第６項中「本人に通知し、又は本人が容

易に知り得る状態に置かなければ」とあ

るのは「公表しなければ」と、第13条の

３中「ただし、国内にある第三者への提

供においては、次の第１号から第８号に

該当する場合、記録の作成を要しないも

のとする。また、外国にある第三者への

提供においては、次の第１号から第５号

に該当する場合」とあるのは、「次の第

１号又は第６号から第８号に掲げる場

合」と第13条の４中「次に掲げる場合」

とあるのは「次の第１号又は第７号から

第９号に掲げる場合」と読み替えるもの

とする。 

（５）仮名加工情報、仮名加工情報である個

 

 
（１）正会員において、仮名加工情報の作成

の元となった個人情報や当該仮名加工情

報に係る削除情報（※）を保有している

等により、当該仮名加工情報が「他の情

報と容易に照合することができ、それに

より特定の個人を識別することができ

る」状態にある場合には、当該仮名加工

情報は、「個人情報」（第２条第１号）に

該当する。 

※ 「削除情報等」とは、仮名加工情報の作

成に用いられた個人情報から削除された

記述等及び個人識別符号並びに保護法第

41条第１項により行われた加工の方法に

関する情報をいう。 

（２）仮名加工情報（個人情報であるものに

限る）については、基本的に個人情報に

適用される規律が適用されるが、保護法

に以下の規定があることに留意する。 

① 利用目的による制限（保護法第41条第

３項） 

② 通知・公表等の義務（保護法第41条第

４項） 

③ 不要情報を消去する努力義務等（保護

法第41条第５項） 

④ 個人データの第三者提供に係る制限

（保護法第41条第６項） 

（３）仮名加工情報（個人情報であるもの）、

仮名加工情報である個人データ及び仮名

加工情報である保有個人データの取扱い

については、次の規定が適用されない。 

① 利用目的の変更（第３条第４項） 

② 本人からの開示等の請求等（第14条から

第20条） 

③ 漏えい等の報告等 

〔参照条文等〕保護法第41条、仮名加工・匿

名加工ＧＬ2-2-1、仮名加工・匿名加工ＧＬ

2-2-3 
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人データ及び仮名加工情報である保有個

人データについては、第３条第３項、第

14条から第20条及び第22条の規定は、適

用しない。 

２ 仮名加工情報（個人情報であるものを除

く。以下この項において同じ。）に関する

本指針の適用については、次のとおりとす

る。 

（１）正会員は、法令に基づく場合を除くほ

か、仮名加工情報を第三者に提供しては

ならない。 

（２）第13条第４項及び第６項の規定は、仮

名加工情報の提供を受ける者について準用

する。この場合において、同条第４項第３

号中「本人に 通知し、又は本人が容易に知

り得る状態に置いて」とあるのは「公表し

て」と、同条第６項中「本人に通知し、又

は本人が容易に知り得る状態に置かなけれ

ば」とあるのは「公表しなければ」と読み

替えるものとする。 

（３）第10条から第12条まで、及び第21条の

規定は、正会員による仮名加工情報の取

扱いについて準用する。 

（１）正会員において、仮名加工情報の作

成の元となった個人情報や当該仮名加

工情報に係る削除情報を保有していな

い等により、当該仮名加工情報が「他

の情報と容易に照合することができ、

それにより特定の個人を識別すること

ができる」状態にない場合には、当該

仮名加工情報は、「個人情報」（第２条

第１号）に該当しない。 

（２）仮名加工情報（個人情報であるもの

を除く）については、保護法第42条の

規定により、以下の義務があることに

留意する。 

① 第三者提供の制限（保護法第42条第

１項） 

② 安全管理措置（保護法第42条第３

項） 

③ 従業者の監督（保護法第42条第３

項） 

④ 委託先の監督（保護法第42条第３

項） 

⑤ 苦情処理（保護法第42条第３項） 

〔参照条文等〕保護法第42条、仮名加工・

匿名加工ＧＬ2-2-1、2-2-4） 

（個人情報保護宣言の策定） 

第23条 正会員は、個人情報に対する取組方

針をあらかじめ分かりやすく説明すること

の重要性に鑑み、正会員の個人情報保護に

関する考え方及び方針に関する宣言（いわ

ゆるプライバシーポリシー、プライバシー

ステートメント等。以下「個人情報保護宣

言」という。）を策定し、公表することと

する。 

２ 個人情報保護宣言には、例えば、以下の

内容を記載することとする。 

（１）関係法令等の遵守、個人情報を目的外

に利用しないこと及び苦情処理に適切に

取り組むこと等、個人情報保護への取組

方針の宣言 

（２）保護法第21条における利用目的の通

知・公表等の手続についての分かりやす

い説明 

（３）保護法第32条における開示等の手続

等、個人情報保護の取扱いに関する諸手

続についての分かりやすい説明 

 
（１）公表のタイトル、形態、内容、構成等

は、各正会員の判断で対応することが可

能である。 

（２）公表方法の具体例 

 例えば、次のような方法がある。 

① 営業所の窓口等でのポスター・書面等

の掲示・備付け 

② パンフレットへの記載・配布 

③ インターネットのホームページへの掲

載 

なお、利用者に見やすくわかりやすいよ

う留意し、項目ごとに複数の媒体に分けて

記載することも可能である。 

例えば、現在公表している「個人情報保

護宣言」の関係箇所に注記を追記した上

で、委託業務の種類や個人情報の取得元の

具体例はホームページにリンクを貼って詳

細説明に誘導するなどが考えられる。 

〔参照条文等〕保護法第 21条、第 32条、基本

方針、金融分野ＧＬ第 20 条 
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（４）個人情報の取扱いに関する質問及び苦

情処理の窓口 

３ 個人情報保護宣言には、消費者等、本人

の権利利益保護の観点から、事業活動の特

性、規模及び実態に応じて、次に掲げる点

を考慮した記述をできるだけ盛り込むよう

努めるものとする。 

（１） 保有個人データについて本人から求め

があった場合には、ダイレクトメールの

発送停止など、自主的に利用停止等に応

じること 

（２）委託の有無、委託する事務の内容を明

らかにする等、委託処理の透明化を進め

ること 

（３）正会員がその事業内容を勘案して顧客

の種類ごとに利用目的を限定して示した

り、正会員が本人の選択による利用目的

の限定に自主的に取り組むなど、本人に

とって利用目的がより明確になるように

すること 

 

（４）個人情報の取得元又はその取得方法

（取得源の種類等）を可能な限り具体的

に明記すること 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

（３）「委託の有無、委託する事務の内容を明

らかにする等、委託処理の透明化を進め

ること」の具体例（第２号） 

例えば、委託する事務が多数あるため全

てを列挙することが困難な場合、委託する

事務を例示することにより委託処理の透明

化に資すると考えられる。 

(例) 

当社は業務の一部を外部委託しており

ます。また、当社が個人情報を外部委託

先に取り扱わせている業務には以下のよ

うなものがあります。 

・ お客様にお送りするための書面の印

刷若しくは発送業務 

・ 法律上や会計上等の専門的な助言等

を提供する業務 

・ 情報システムの運用・保守に関する

業務 

（４）「個人情報の取得元又はその取得方法

(取得源の種類等)を可能な限り具体的に明

記すること」の具体例（第4号） 

例えば、個人情報の取得元又はその取得

方法が多数になる場合は、それを例示する

ことにより、本人の権利利益保護に資する

ものと考えられる。 

（例） 

当社が取得する個人情報の取得元には以

下のようなものがあります。 

・ 口座開設申込書や実施するアンケート

等に、お客様に直接、記入していただ

いた情報 

・ 会社四季報、役員四季報など市販の書

籍に記載された情報や、新聞やインタ

ーネットで公表された情報 

・ 商品やサービスの提供を通じて、お客

様からお聞きした情報（※通話録音を

行っている場合は、その旨を合わせて

記載することが考えられる） 

 



 

 - 74 - 

個人情報の保護に関する指針 解 説 

４ 個人情報保護宣言は、投資者等、本人が

これを適切に理解した上で自らの判断によ

り選択の機会を行使することができるよう

な表示等により構成するのが望ましい。 

（５）表示の工夫としての例 

・ 階層構造（要点を複数の項目にまとめ

各項目を選択すると詳細な内容が見られ

る構造をいう。）による表示 

・ アイコン、イラスト、動画等の視覚的

ツールの活用 

・ ポップアップによる同意取得 

(指針の見直し) 

第24条 本指針については、必要に応じ見直

しを行うものとする。 

 

〔参照条文等〕金融分野ＧＬ第 19 条 

 

（本協会への報告等） 

第25条 本協会は、正会員に対し、当該正会

員による本指針の遵守を確認するために、

適宜報告を求めることができる。 

２ 本協会は、正会員に対し、本指針を遵守

させるために必要な指導及び勧告その他の

措置を行う。 

３ 正会員は、本指針を遵守するとともに、

本協会が行う必要な指導及び勧告その他の

措置に従わなければならない。 

 
〔参照条文等〕保護法第 54 条 

 

 

 


